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令和４年第３回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和４年９月１５日（木曜日）     

 

◎出席委員（１２名） 

   １番 多治見 亮 一 君  ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君  ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ７番 髙 橋 健 一 君 

   ８番 川 上 修 一 君  ９番 髙 橋 秀 樹 君 

  １０番 二 川   靖 君 １１番 木 村 明 雄 君 

  １２番 井 脇 昌 美 君 １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（１名） 

   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   金 澤 真 澄 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  報 告 第 ９ 号        文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  報告第１０号        議会運営委員会所管事務調査報告について＜Ｐ３＞ 

 日程第 ３  一般質問＜Ｐ３～Ｐ４９＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはよう

ございます。 

 ６番熊澤芳潔君は欠席であります。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

９月９日に開催されました、議会運営委員

会の協議の結果を報告します。 

 本日は、最初に報告第９号と報告第１０

号の報告を受けます。 

 次に、一般質問を行います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 報告第９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 報告第

９号文教厚生常任委員会所管事務調査報告

についての件を議題といたします。 

 別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 報告第１０号 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 報告第

１０号議会運営委員会所管事務調査報告に

ついての件を議題といたします。 

 別紙配付のとおりです。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ７番髙橋健一君。 

（７番髙橋健一君 登壇） 

○７番（髙橋健一君） 議長のお許しを頂

きましたので、一般質問通告書に従い一般

質問をさせていただきます。 

 質問事項は、里見が丘公園再整備計画に

ついてであります。 

 １、平成２６年、足寄町は「豊かな自然

環境の活用、健康づくり、観光振興に寄与

する里見が丘の森」を整備テーマとして、

総事業費おおむね１０億円のうち、国から

の交付金を約４億７,０００万円、起債（過

疎債）を４億８,０００万円、残額５,００

０万円を町単独費で賄う計画を立て、翌

年、里見が丘公園整備事業に着手されまし

た。 

 その後、令和２年にこの再整備基本計画

が見直されましたが、見直しを余儀なくさ

れたのはなぜか。また、この見直しによっ

て、計画はどのような変更がなされたのか

をお伺いしたい。 

 ２、現在、里見が丘公園整備事業はほぼ

完成に近づいていると思われますが、最終

的な完成はどの事業終了をもってなされる

のか。また、遊戯広場やスポーツゾーン、

幹線園路、交流ゾーンと整備計画は多岐に

わたっているが、子供から高齢者の健康増

進に資するスポーツゾーンに関するこれま
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での整備状況と今後の予定についてお伺い

したい。 

 ３、ネイパル足寄は指定管理が足寄町観

光協会からオカモトグループに替わり、新

しいスタートを切りました。ネイパル足寄

は里見が丘公園整備計画の「観光振興」

「四季を通じたレクリエーションの場」と

いう里見が丘の森構想にとって欠かせない

存在になっています。足寄町はネイパル足

寄との連携をどのように考えているかをお

尋ねしたい。 

 ４、里見が丘は風物詩満載の宝の里山で

す。四季折々の草花、春には山菜、秋には

キノコやヤマブドウが実ります。公園内の

キャンプ場、バーベキューハウス、遊具、

遊歩道に野球場、温水プール、さらに新し

くできる温泉、周辺には博物館など、枚挙

にいとまがありません。この集客力の潜在

能力を活用しない手はありません。 

 町内はもちろん、町外の人たちにも里見

が丘の魅力を発信して、人を集めることが

大切です。町長の手腕が試されています。

早くコロナの呪縛から抜け出し、にぎわい

のあるすばらしい里見が丘にするための秘

策をお伺いしたい。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君）  髙橋健一議員の

「里見が丘公園再整備計画について」の一

般質問にお答えいたします。 

 １点目の令和２年度の計画変更を行った

理由と変更点についての御質問ですが、令

和２年第２回足寄町議会定例会におきまし

て、見直し計画の概要について行政報告を

させていただいておりますが、見直しの大

きな理由としては、国の交付金を活用した

財源計画が交付金の採択要件の大幅な変更

などにより、財源確保が大きな課題とな

り、計画どおり進めることは困難との判断

から見直しを行ったものであります。 

 計画の主な変更点につきましては、財政

事情や管理運営体制を考慮した結果、交流

ゾーンにおいて旧青少年会館をセンターハ

ウス兼ビジターセンターへの改築、コテー

ジ群の建設、キャンプ場のオートキャンプ

場へのリニューアル、スポーツゾーンと交

流ゾーンを連絡する幹線園路の新設は、現

段階での整備は難しいとの判断に至りまし

た。 

 出会いの森につきましては、ソフト先行

による既存の森の活用を基本として、活動

を通して必要な整備を進めていくことと

し、公園利用促進のために公園内外を含め

た分かりやすい案内標示等の設置やネイパ

ル足寄からスポーツゾーンへのアクセス路

の整備を順次進めていくこととしました。 

 ２点目の最終的な完成はどの事業終了を

もってなされるのかの御質問ですが、国の

交付金を活用した事業としては、総合体育

館から足寄高校、旧青少年会館からキャン

プ場区間の幹線園路整備を残すのみとな

り、令和６年度を完了予定としています。 

 なお、スポーツゾーンのこれまでの整備

状況と今後の予定につきましては、クラブ

ハウスの改築、野球場・サッカー場・総合

体育館・温水プールの修繕などを実施し、

再整備事業としては完了しましたが、引き

続き、財政状況を考慮して既存施設の長寿

命化修繕を実施してまいります。 

 ４点目のにぎわいのあるすばらしい里見

が丘にするための秘策についてですが、里

見が丘公園再整備事業により、四季を通じ

たレクリエーションの場の提供や町民の健

康づくり、さらには観光資源として、コロ

ナ禍にもかかわらず町内外から多くの方々

に利用されています。 

 特に大型遊具を整備した遊戯広場には、

土日を中心に多くの方々の利用があり、ま

ちのにぎわいに寄与しているものと考えて

います。 

 しかしながら、四季を通じたさらなるに

ぎわいの創出には、管理体制の見直しやイ

ベント開催などのソフト面の充実も必要と

考えておりますが、行政だけでは限界があ
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り、ノウハウを持つ人材や民間企業の方々

の活用も不可欠と考えております。 

 にぎわいのあるすばらしい里見が丘にす

るための秘策といったものはありません

が、たくさんの方々に里見が丘の魅力を

知っていただくために、情報発信の充実を

図るとともに利用者ニーズを踏まえた環境

整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 引き続き、利用者協議会等のお知恵をお

借りして、にぎわいの創出に向けた検討を

進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りますようお願いを申し上げ、

髙橋健一議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。 

 なお、３点目の教育関係に関する御質問

につきましては、教育委員会教育長から答

弁させていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 次に、答弁、藤代

教育長。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） 教育

委員会から髙橋健一議員の「里見が丘公園

再整備について」の一般質問にお答えしま

す。 

 ３点目のネイパル足寄との連携について

ですが、本年度から指定管理者が株式会社

オカモトに替わったことから、本年４月に

教育委員会と協議を行い、原則これまでと

同様の協力関係を継続し、連携していくこ

とを確認しました。 

 具体的には、宿泊研修やスポーツ合宿等

の利用者が本町の体育施設を使用する場合

の使用料の減免措置や、両者が主催する事

業への相互協力が主なものとなりますが、

新たにオカモトグループのノウハウを生か

した体験プログラムも導入されていますの

で、教育委員会としても、新しいコンテン

ツを町民の体験学習に活用させていただき

たいと考えています。 

 ネイパル足寄は青少年が集団で様々な自

然体験活動ができる十勝管内で唯一の宿泊

施設であることから、今後とも効果的な連

携を図ってまいりますので、御理解を賜り

ますようお願いを申し上げ、髙橋健一議員

の一般質問に対する答弁とさせていただき

ます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ７番、髙橋健一君。 

○７番（髙橋健一君） まず１番の項目で

すが、財政的に厳しくなったと。なかなか

国がお金を出してくれないということだと

思うのですけれども、私もそんなにお金を

かける必要は私はないと思うのですね。や

はり身の丈に合ったそういう形で進めるの

がいい。問題は、ハードはこれ十分ですか

ら、あとソフトの面でどれだけこの公園を

活用していけるかが、これが勝負ではない

かと思うのです。 

 だけれども、ちょっと気になるのはアク

セスの問題ですよね。あそこの公園行くの

に神社の前を通る、あの坂道１本しかな

い。これもいいのかどうか分からないので

すけれども、変にあそこにどんと道路造っ

て何か自然環境破壊するようなことがあっ

てはいけないのですけれども、あれしかな

い。アクセスはあの１本しかこれからもな

いのですかね。国道からも入れそうだし、

キャンプ場からも何か入れそうな気もする

のですけれども、そういうことは一切考え

てないのですか。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 公園へのアクセスということで、今現状

は、国道から来るとスタンドを曲がって神

社の前を通ってというような一本のアクセ

スになっていますが、将来的にそのほかに

もアクセス路がどうなのかという御質問で

すが、現在のところ、入り口をたくさんに

すると交通の管理だとかが非常に難しくな

るということで、国道の上のほうから一応

入れるところもあるのですが、そこも入れ

ないようにしているのが現状でございま
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す。なので、今後におきましても、現況の

今の状況でいくと、開放しないで１路線で

いきたいというふうに考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 

○７番（髙橋健一君） 確かに不便だとい

う声も聞くのですけれども、私個人として

もあの１本でいいのかなと。変に道路を造

ることによって何かぼろぼろになってしま

う、環境破壊につながるのではないかとい

うことを危惧していましたので、それはそ

れで認められる結果かなと思っています。 

 それから、昨日、出会いの森などすばら

しいので、また今日の一般質問に備えるた

めに、出会いの森のほうをちょっと散策に

行ってきました。キノコ狩りも兼ねて行っ

てきたのですけれども、ちょっと気になっ

たのは、これは足寄町の管理か道の管理か

よく分からないのですけれども、ひょうた

ん池の周りですね。あそこかなり水が出て

いて歩きにくいし、小さな子供だと非常に

危険な状態まで水位が上がっているのでは

ないかという、ちょっとそういう危惧を感

じました。 

 それから、ひょうたん池から南の山の斜

面、ずっと上った上に休憩小屋があります

よね。あそこまで上がるところの階段、な

かなか立派な丸太の階段があったのですけ

れども、それが朽ち果てて非常に危険な状

態になっていました。 

 それから、ちょっとまだ下草の刈り方が

ちょっと雑だというか、なかなか私も毎年

キノコを大量に取らせていただいているの

ですけれども、今回だけは下草がちょっと

刈り方が雑でなかなかキノコの森に入って

いけないという、そういうことを昨日感じ

ながら帰ってきたのですけれども、それに

ついては町は確認しているのか。あれは町

の管理なのか、ちょっとお尋ねしたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 ひょうたん池の水位も上がって危険でな

いかということなのですが、これに関して

はちょっと今年の雨が多いので水位が上

がっているのかなと思われますが、そこに

行く散策路というか、あるのですが、それ

については町のほうで一応管理はしていま

す。ただし、なかなか管理をきれいにやっ

ていくというのはちょっと非常に難しいと

いうのが現状でございまして、ある程度ひ

どいというのはうちのほうでも捉えており

ます。 

 そして、階段につきましても経年変化で

かなり傷んできているというのもありまし

て、それについても利用者協議会などでい

ろいろ相談をしながら進めてきたところな

のですが、なかなかそこまでの整備には

至ってないというところが現状でございま

す。 

 下草刈りのほうなのですけれども、一応

年に２回やってはいるのですが、今年何か

草の生え方が異常に早いみたいで、例年よ

りちょっと草の伸びがいいということで、

なかなかそこに追いついていないというの

は現状です。 

 以上のことから、管理や何かは町もやっ

ているということなのですけれども、なか

なか手が行き届いていないということなの

で、その辺御理解いただければと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 

○７番（髙橋健一君） ぜひ現地、調査し

て検討していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ２番目のスポーツゾーンに関することな

のですけれども、実は私足寄町パークゴル

フ協会の事務局長をやっていまして、あそ

こにパークゴルフ場があります。そのパー

クゴルフ場は一体どうなっているのだと。
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今は立派な常盤のほうにパークゴルフ場が

ありますので、そこがすばらしいパークゴ

ルフ場になっていまして、当然日本のパー

クゴルフ協会の公認コースになっていま

す。そして、北海道のみならず本州のほう

からも、キャンピングカーを連ねてあそこ

まで利用してくださっている方がいて、す

ごくありがたい。２つ、３つ、たくさん公

認コースが要るのかどうか分からないので

すけれども、上のコースに関しては半分が

切れている感じ、ふわふわドームとか遊具

ができたものですから、半分取れてしまっ

ているわけですね。だから当然公認にはな

りませんし、競技としても不便だなと。そ

の後、あのパークゴルフ場は計画の中でき

れいにやっていくのかどうか、それをお伺

いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） 公園内にある

パークゴルフ場、ちょうど野球場の向こう

側にあるパークゴルフ場の関係なのですけ

れども、整備する前は一応３６ホール、野

球場の今のお山の遊具のあるところにコー

スがあって３６ホールあったのですが、リ

ニューアルで再整備する際に、お山の遊

具、あの辺を整備するということで、３６

ホールあったやつを現状の２７ホールに変

更をさせていただきました。 

 そして、当初計画では、幹線園路が整備

されたら併せて３６ホールへのコースレイ

アウトの変更も考えていたのですが、現在

の利用状況を含めて新たなコースのレイア

ウトの変更は行わないで、現状の２７ホー

ルで継続の利用という形で進みたいという

ふうに考えています。 

 今後につきましては、利用状況等を見て

判断していきたいというふうに考えていま

すので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 

○７番（髙橋健一君） 我がパークゴルフ

愛好家にとってすごくあそこきれいになる

のではないかと期待を持って見ていた部分

があるのですけれども、帰って報告して、

町はあそこは整備するつもりはないという

報告をしたいと思っています。 

 あそこのパークゴルフ場もちょっと私も

気になっていて、これからよくなるのかな

と、そうするとちょっと困ったことがある

なということが一つありまして、あのパー

クゴルフ場、あそこはグリーンヒルとウエ

ストヒルという、そういう立派な名前がつ

いていたのですね。これからもう昔のコー

スとか名前変更しなければいけないのです

けれども、その間に土の塊がありまして、

ちょっとこんもりした土が南北にずっと連

なってますよね。あれ実は、昔の軍馬補充

部の跡なのですよね。軍馬補充部というの

はやっぱり仙美里が中心で、今の仙美里の

農大のところに役所があって、有名なのが

西竹一さんという、バロン西ですか、そう

いう何といってもオリンピックですよね。

ロサンゼルス、１９３２年になりますか、

このロサンゼルスオリンピックで馬術の部

で金メダルを取った方。当時は馬術という

と花形競技で、物すごい日本でも人気が出

た方ですよね。その方が住んでいたという

ことで有名なのですけれども、その方は１

９４５年の硫黄島の戦いで戦死されていま

す。非常に残念なことです。その方がいら

したときに軍馬補充部というのがあって、

何か仙美里に軍馬補充部がありますけれど

も、敷地面積を考えると足寄が圧倒的に多

いのですよね。仙美里からずっと里見が丘

公園を越えて、それから九州大学の演習林

を越えて、ずっと上利別まで続いています

からね。そういう広い範囲で何千頭もの軍

馬が飼われていまして、それが中国大陸戦

地に送られて命を落としていったという、

非常に悲しいというか、そういうことがあ

りまして、そしてあそこに鳥居があったの

で、あの鳥居削られるのはちょっと寂しい

なと。逆に言えば、いわゆる戦争の悲惨を
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表すための、何というかな、記念碑、レガ

シーといいますか、これモニュメントに当

たるのではないかと思いますので、何かの

機会があったら子供たちにでも知らせて、

ちょっと見学会でもさせてやったらいいの

ではないかと。ただの土がちょっと高く

なっている部分なのかもしれませんけれど

も、そういうモニュメントも足寄にはたく

さんあるので、そういうものを大切に、ど

うぞ教育長、そういう点をいろいろこれか

らの教育にも役立てていただきたいものと

思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 次ですけれども、３番目になります。ネ

イパルの問題です。 

 実は私、第１回の定例会でちょっとここ

でごねさせていただいたのですけれども、

いわゆる指定管理の問題で実は足寄町の観

光協会が負けて帯広のオカモトさんが指定

管理を獲得したということで、私、身びい

き強いものですから、どうしても足寄が負

けて帯広が勝つなんておもしろくないと

ちょっとここで何かじだんだ踏んだという

か、そういうことをしてしまったとちょっ

と反省もしているのですけれども、しか

し、９月のこの前の勝毎の、９月６日の勝

毎にはやはりこう書いてありますね。「道

立少年体験活動支援施設ネイパルの指定管

理者選定をめぐり、道教委の前社会教育課

長らが不正を行った問題で、第三者委員会

は５日最終報告書をまとめた」と。「ネイ

パル足寄を含む道内５施設」、足寄を含む

とあります。「５施設で前局長や前課長な

ど職員５人による計２２名の違法行為が

あったと認定した」と書いてありました。

やはり私の間違いでなかった。足寄も含め

て不正行為が行われたという事実がこれ判

明したと思うのですよね。そのとき、私も

一体何だと思って何か非常に腹が立ちまし

て、これからネイパルなんかと付き合わな

いぞと、そういうふうに思っていたのです

よね。 

 しかし、私パークゴルフの関係者ですの

で、ネイパルの所長さんから、パークゴル

フ大会開きたいので協力願いたいというこ

とで、私嫌々所長さんに会いに行った。何

か若い人が来たから、ちょっと所長に会わ

せてくれといったら、実は私が所長ですと

非常に若い方でちょっとびっくりしたので

すけれども、そのときは何か自分も気持ち

がおもしろくないという気持ちが先行して

いるものですから、割とつんつんしていた

のですけれども、なかなか意欲ある人で、

実はパークゴルフ大会開いてくれたのです

ね。私はどうせやってくれないのではない

かなと思ったのですけれども、非常にやっ

てくれました。そういう点では非常に感謝

している。 

 内容は、そうですね、すばらしい内容で

したね。ここに案内があって、皆様方も出

席していただきたかったのですけれども、

８月２８日にネイパル足寄所長杯パークゴ

ルフ大会、第１回です、を開催してくれま

した。参加費５円。これおもしろいのです

ね。御縁を、足寄町の人たちと御縁を結び

たいから５円にしますということです。随

分安い、大体参加料５００円ぐらいいつも

かかるのですけれどもね。そして、その大

会の後に懇親会も開いてくれると。食事も

提供しますよと。何かキツネにつままれた

ような気がして、何かだまされるのではな

いかと思って参加したのですけれども、内

容は本当にすばらしかったですね。やっぱ

り圧巻は食事ではなくて、その後の懇親会

の中で、女性の方が弾き語りをしてくれ

た。アメリカの方です。レット・イット・

ビー、ほか４曲を皆さんの前で歌ってくれ

ました。私、感激してスタンディングオ

ベーションしたのですけれども、立ち上

がったのは私だけでちょっとあれと思った

のですけれども、これもすばらしかったで

す。名前はキャッツァー・モニカさん、こ

れは中札内のＡＬＴです。外国語指導助

手、非常にチャーミングな女性で、実はお
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父さんがアメリカ人でお母さんが中札内人

なのです。だから、お母さんの中札内に

戻ってきてＡＬＴをされている方です。そ

して、非常に溶け込んでいるというか、す

ばらしいなと思うのは、きちんとパークゴ

ルフもやって、すごいたくさん打ってまし

たから、私の３倍ぐらい打ってましたけれ

どもね。そういうふうにして溶け込んでこ

られ、非常にチャーミングがかわいい女の

子でした。２５歳ぐらいですかね。そして

いろいろ、それでも感心したのは、モニカ

さんも感心したのですけれども、所長がく

きちんとそういう人脈を持っていらっしゃ

るということですね。そして、あちこちに

行ってＡＬＴを宣伝してくれている。実は

これ、キャッチァー・モニカさんというの

はユーチューブで配信中なのですよね。こ

れも後から知って調べました。「Ｅｎｇｌ

ｉｓｈ ｗｉｔｈ Ｍｏｎｉｃａ」とい

う、そういう形で配信して何回か聞きまし

たけれども、こういう形で英語を学べたら

もっと私も上手になったななんて、そうい

うふうに考えています。何というのかな、

こういうＡＬＴさんが一生懸命頑張ってい

らっしゃって本当に感心した。それぞれ皆

さん、足寄もそうですけれども、ＡＬＴの

方というのは何かそれぞれいろいろ持って

いるのですよね。そういうことで、教育

長、十勝管内のＡＬＴさんたちの集まりの

場ですか、交流の場というのはないのです

かね。聞きたいと思います。 

 それから、これからそういう形で一緒に

なって、例えばネイパルで集まって子供た

ちと一緒に交流していくというような、そ

ういうことも大切なのではないかと思うの

ですけれども、教育長はどう思いますか、

それについて。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育長。 

○教育委員会教育長（藤代和昭君） お答

えします。 

 今コロナ禍ですので、ＡＬＴや国際交流

員にかかわらず人々の交流というのは非常

に限定的で、具体的にはそういうことで何

か企画されているものはないのですが、コ

ロナ禍以前はそういう集まりはあります

ね。彼、彼女たちというのは、そういう情

報交流とか共有する場というのは非常に、

何というのですかね、工夫しているという

か、そういう場を持っていますね。例え

ば、それはティーチングのための情報で

あったり、あるいは自然体験活動のための

ものであったり、あるいは自分たちの余暇

の利活用であったり、そういうことで、管

内的にそういうネットワークみたいのはあ

りますね。現に去年、おととしまでかな、

道教委主催で夏休みに英語の、子供たちが

そろって小中高生そろって全道一円にし

て、そして道教委が主催する事業なので

す。それに対してうちの足寄町の国際交流

員も講師としてその事業に参加をして、そ

して子供たちに英語を通して交流を深めて

いる。イングリッシュキャンプですね、道

教委のイングリッシュキャンプという、そ

ういう事業もあります。 

 もとより国も違いますし習慣や文化も違

いますから、国際交流員やＡＬＴというの

は非常にまた日本人と違ったいろいろな見

方やノウハウを持っていますので、そうい

う経験等も踏まえて利活用させていただく

ということは非常に教育委員会としても、

私自身も含めて大きな視点にしなければな

らないなと思っています。幸いに、本町の

場合は姉妹都市で一応セレクトされた方が

来ますので、足寄のことも一定程度事前に

学習を修めてきているので、そして意欲も

あるので、問題はそれをどうやってコー

ディネートしていくことが必要なのかなと

いうふうに私自身も思っております。 

 そんなことで、もし議員さんの方々に何

かよいお知恵があればぜひ教えていただけ

ればなと、そんなふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 
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○７番（髙橋健一君） 最近、私も今のネ

イパルの所長さんと仲よくさせていただい

ているのですけれども、若いです。そして

すごく意欲があるのですよね。何でもやっ

てやろうと。そして、足寄のことをよく考

えてくれている。足寄町と交流していろい

ろなことを模索してやっていきたいのだ

と、事業展開したいのだと、そういう気持

ちにあふれているのので、やっぱり若いと

いうのはすばらしいなと、なかなかイケメ

ンで、それは関係ないですけれども、すば

らしい。これからもいろいろな話を聞こう

と、私も手のひらを返しているようで何か

変なのですけれども、これは最近見ていて

非常に好ましいと思います。だから、ネイ

パルと足寄の教育委員会が一緒になって何

か共同で、コラボでいろいろなことをやっ

てみるというのもおもしろいのではないか

と。近いうちにまた所長さんによると、１

０月ぐらいですかね、野外で何かイベント

をしたい、開きたいという、そういう意欲

があるみたいですので、そこに足寄町も刺

さりこんでいろいろな形で、昔は足寄高校

のボランティアの方が一緒にあそこにいて

いろいろなことも手伝いもしてましたし、

非常に活気あふれてますし、最近のネイパ

ル見ても子供たちがたくさんいて、出会い

の森などでもネイパルの泊まっている子供

たちが元気にゲームをしながら遊歩道を走

り回ってますけれどもね、ああいう若いの

を見ると、足寄もなかなかまんざら捨てた

ものではないし、未来が明るいなと気がし

ますね。やはり足寄の、そこの中に入れ

て、そういう交流をしたいと。そのために

は、いろいろな人も、ＡＬＴの人たちもそ

ういうみんな集まって交流していただけれ

ば、すごく世界的文化の広がりができてく

るのではないかと、私はそういうのを期待

したいと思います。何かやらなければ、何

とかコロナから抜け出して、いろいろなイ

ベントをやって、頑張っていかなければい

けないのではないかなと思うのですよね。

私は里見が丘見ていて、こんなすばらしい

場所はない、そういうふうに認識していま

す。何か、町長、秘策がないとおっしゃっ

たけれども、何とかひねり出して、楽しい

ことをどんどんどんどんやっていかなけれ

ばいけないと思いますね。 

 やはりコロナがちょっとネックになって

いるのですけれども、まだキャンプ場とか

のコロナによる制限というのは続いている

のですか。８人以上はだめだとか、バーベ

キューハウスは２時間で帰ってくれとか、

そういう何か規制が前にあったのですけれ

ども、まだそれはこの後も行われているの

でしようか。いつ、それは解除されるの

か。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 コロナになってからの制限ということな

のですけれども、一度制限をかけまして、

下のバーベキューハウスや何かも、今も制

限をかけて最大１組８人で２組までという

ような形で、時間も２時間というような規

定を取らさせていただきながら進めていま

す。 

 キャンプ場だとかについては、特に大き

な制限はしていないですけれども、バンガ

ローだとかには人数の制限等は引き続きさ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 

○７番（髙橋健一君） その制限は解除さ

れないのですか。もうそろそろ解除しても

よろしいのではないかと思うのですけれど

も、それについては。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 野外ですので、野

外活動でいくとコロナの影響というのはそ

んなに大きくないのではないのかなという

ところもあるのかなというように思ってい

ますが、やはりバーベキューハウスになり
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ますと、やっぱりどうしても一定の区間の

中で対面でだとか、いろいろとお箸なども

それぞれ使いながら、その中でやっぱりど

うしてもマスク会食といってもなかなかマ

スクを外したまま会食になったりだとか、

それから飲物なども飲んだりだとかすると

いうような形になりますので、まだ屋内と

同じような扱いというような形でバーベ

キューハウスについては制限をさせていた

だいております。 

 ただ、今の状況でいくと、少しずつ行動

制限だとかいろいろな形でなくなってきて

いるという状況の中で、少しずつそういう

制限を解除していこうという方向にきっと

なっていくのだろうなというように思って

います。足寄町のバーベキューハウスにつ

いても、そういう一般的に制限が少しずつ

なくなっていく段階で、制限についても見

直しを図っていかなければならないと考え

ているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 

○７番（髙橋健一君） キャンプ場の場所

なのですけれども、本当にすばらしいとこ

ろで、春は桜が満開、すばらしい絶景で

す。秋は紅葉が物すごいきれいですよね。

日本のどこに出してもおかしくない、恥ず

かしくないぐらいすばらしい絶景です。だ

からきっとキャンプ場を利用された方とい

うのは感激して帰るのではないですかね。

春は桜を見てすばらしいと、秋なら紅葉見

てすばらしいと帰られると思うのですけれ

ども、たしか私もあそこのバーベキューハ

ウス、コロナ前はかなり利用させていただ

いたのですけれども、コロナになってか

ら、考えてみれば一度も利用してないかも

しれないですよね。お客さんの入りなどど

うなのでしょうかね。ずっとコロナでは随

分キャンプ場の利用者とか、バーベキュー

ハウスの利用者というのは減ったのでしょ

うか。大まかでいいですから、ちょっとお

知らせいただきたいのですけれども。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 コロナ禍になってから、ちょっと資料と

して御説明したいと思います。 

 テントサイト、要するにテント、キャン

プするような場所については、逆にコロナ

禍になって利用者の人数が増えてきていま

す。約倍近くまで増えています。しかしな

がら、バンガローだとかは若干減ってい

る。半分近くまで減っていますね。バーベ

キューハウスにしては思い切り減っていま

して、確かに利用者の制限がきついという

こともあるので減ってきてまして、これに

ついてはもう本年度、この３年間では激減

したような状態です。人数的には、バーベ

キューハウスは平成３０年度ぐらいまでは

１,０００人以上の利用者が、１,５００人

ぐらい最大あったのですけれども、今現況

でいけばもう１００人台、２００人、１０

０人というぐらいに減ってきているのが今

現状でございます。 

 以上でございます。 

議長（吉田敏男君） ７番、髙橋健一君。 

○７番（髙橋健一君） やはり思ったとお

りですね。随分減っているし、自分自身も

行かなくなりましたものね。非常に寂しい

ですよね。早く、いつになったら終結する

のか分からないのですけれども、どこかで

踏ん切りをつけてぱっと開放して、人どっ

と来てもらわなければいけないと思ってい

ます。 

 足寄すばらしい、本当に足寄の中でも、

いや、足寄のまちはどこを向いてもすばら

しいのですけれども、特にお金をかけてい

ます。そして、自然のいろいろなものが

残っているということで、里見が丘という

のは本当に最高の場所なのではないかと。

日本のどこの観光地にも負けないような、

こんなすばらしいものがあるのではないか

と、私は足寄人として確信をしておりま
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す。 

 さて、今度はハードの部分は整ったと。

問題はソフトの部分ですよね。どうやって

生かし切っていくのかということですよ

ね。人を集めなければいけない。コロナが

ちょっと邪魔してますけれども、やはり

しっかり計画を立てていろいろなことを

チャレンジしてみるということが大事なの

ではないかなと、私はそう思っています。 

 ちょっと里見が丘のすばらしさを、すぐ

忘れてしまうので少し自分も書いてみて研

究してみたのですけれどもね。前に、あそ

この出会いの森で京都ナンバーの車があっ

た。何か山菜取りでもないし何なのかなと

思って聞いたら、大学の先生でいらっ

しゃって、実はここに貴重なチョウチョウ

がいる、希少価値があるチョウチョウです

ね。何という名前だったか、書いてきたの

ですけれどもね。それを探しに来ているの

ですよね。本当に絶滅危惧種ですから、本

当は捕っていただきたくないのですけれど

も、やはりお金になる。結構高いお金で売

買されているということで、そういう不届

き者もいるのでちょっと気をつけなければ

いけないと思うのですけれども、本当に学

術的に貴重なチョウチョウがいるというこ

とですね。それに驚かされました。 

 それから、いろいろな人と話し合う中で

あったのは、オオウバユリという、オオウ

バユリというユリの花が群生しています。

狙いは何かというと、アイヌの人たちが

昔、これをすり潰してでん粉だんごにし

て、それを主食にしたというものなのです

よね。トリカブトもたくさんありますけれ

どもね。アイヌの人たちが狩猟で使って、

先っぽにつけた毒ですけれども、トリカブ

トもたくさんある。ちょっと危険といえば

危険なのですけれども。しかし、アイヌの

歴史を感じさせるような、そういう植物も

あそこには群生しているということですよ

ね。だから、例えば、人寄らないですか

ね、オオウバユリの料理教室とかそういう

のやると、人集まらないかもしれないです

けれども、何かそういうチャンスはあるの

ではないかと。結構アイヌの文化というの

は足寄町根強いですしね。そういうものを

掘り出せば、歴史的に貴重なものがどんど

ん出てくるのではないかと思います。 

 足寄ではないですけれども陸別行くと、

チャシといいますか、アイヌのとりでが

残っています。昔、陸別の河本議長さんと

お話しして、なかなかうんちくのある方な

ので、いろいろ関寛斎とかいろいろなとこ

ろ案内してもらった記憶があるのですけれ

ども、そのときにチャシのところに行っ

て、昔ここでアイヌの人たちがとりでを

造って、釧路アイヌと十勝アイヌがいて戦

争していたのだと。いつも十勝アイヌが負

けていたのだなどという、そんな逸話を教

えていただきまして、十勝情けないよなと

いう話もした記憶がありますけれども、い

ろいろアイヌの文化というのがこの足寄町

に根強いです。それが里見が丘にありま

す。そういうのも何かヒントとして生かし

切っていけたらいいのではないかと思うの

ですけれどもね。やはりとにかく素材はす

ばらしい。準備ができているわけですか

ら、それをどうやって生かすかということ

ですね。 

 町長は何かまだ秘策はないと言ったので

すけれども、何かないのですかね。例え

ば、そうですね、若い人たちに任せてみた

らどうですかね。若い人たちにちょっとア

イデア出せやと、金やるからちょっとおま

えらで企画して何かイベントやれと、人集

めてこいと。そんな企画を出してそれがう

まくいけば、足寄の若いやつはおもしろい

なと、ちょっと足寄行ってみるかと。そう

いう話にもなるのではないかと思うのです

よね。教育長、こういうアイデアはどうで

すかね、私の。あんまりよくないですか。

よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 若い人たちに任せ
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てみてはどうかという御意見でございま

す。まさにそのとおりではないかなと思っ

ています。やっぱり若い人たちがいろいろ

なアイデアを出しながら、何かイベント等

をやっていく、こういうことで足寄のまち

の活性化だとか、それから里見が丘のよさ

をもっと知ってもらうだとか、そういった

ことをやっていくというところを、若い人

だけに限らずお年を取った方も含めてそう

いう方がいらっしゃれば、そういう若い人

もそれからお年寄りの方も含めてというの

が本当は一番理想的なのかもしれませんけ

れども、そういったところで、いろいろな

ことを考えていただくというのは非常に大

事なことなのかなと。これからの足寄町に

とっても非常に大事なことなのかなという

ように思っています。 

 なかなかイベントだとかも含めてそうな

のですけれども、なかなかよいアイデアと

いうか、今秘策として特効薬的なものがあ

るかというとなかなか今見つかっていない

というようなところですから、そういった

ところでいろいろな議論をしていただく中

で、いい方法を探していく。そういったこ

とも一つの方法だというように思っていま

す。 

 それから、やはり前からお話、髙橋議員

さんも言っておりますけれども、いろいろ

と足寄町にはいろいろな資源がございま

す。もちろん今お話あった植物だとか動物

だとか、そういったものもありますし、ま

た、足寄町の中に里見が丘公園でいけば、

あの周辺でいけば今話があったキャンプ場

もありますし、それから総合体育館、それ

から温水プール、それから足湯などもあり

ますし、それから動物化石博物館、それか

ら道の駅だとか、そういったところが連携

しながら観光客なり、まちの人たちも含め

て楽しんでいただけるようなことができる

のではないかなというように考えていると

ころであります。 

 また、ちょっと前には新聞にも載ってお

りましたけれども、ＫＯＹＡ.ｌａｂ凌雲荘

ですか。もともとの凌雲荘の跡を今活用し

てワーケーションができるような、そうい

うホテルみたいなものを造って、これ本別

の方ですけれども、造っていらっしゃいま

す。そういうことですとか、その中では、

ワーケーションと併せて、それからグラン

ピングだとか、室内でのキャンプみたいな

ものだとか、あんまり天候を気にしないで

もキャンプができるだとかというような施

設を造る予定になっています。そういった

ことも含めて、例えば非常に近いところで

すから、そういうところで里見が丘公園を

活用しながらそういったところで泊まって

いただくだとか、そんなこともやっぱりこ

れからは考えていけるのではないかなとい

うように思っています。 

 ワーケーションですから仕事しながら来

られるということで、一般的には大人の方

が多いのかもしれませんけれども、そうい

う方たちが今度はこういうところがあるの

であれば、家族も連れて足寄に来ようだと

か、そういったことにもつながっていくの

かなというように思っているところであり

まして、そういうところも含めて、いろい

ろなところで観光協会、商工会、それから

里見が丘公園であれば利用者協議会なども

ありますけれども、いろいろなところと連

携をしながら、いろいろな議論を進めてい

きながら、活性化というか、里見が丘公園

の活用みたいなものを議論できればいいな

と考えているところであります。 

 お金も、もしもそういうことで何かこん

なことがやれたらいいよねというようなこ

とが決まってくれば、それに対する費用、

経費といったものも、必要性にもよって変

わってくるかもしれませんけれども、そう

いったものも考えていかなければならない

のかなと思っているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ７番、髙橋健一

君。 
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○７番（髙橋健一君） ありがとうござい

ます。 

 思い出しました、チョウチョウ、チャマ

ダラセセリ、失礼しました。チャマダラセ

セリというチョウチョウでした。これが絶

滅危惧種で非常になかなか日本中探しても

なかなかいないチョウチョウだそうです。

非常にそういうすばらしいものが足寄にあ

るという。 

 問題はそういうすばらしい里見が丘をど

のように生かすかということですね。何か

ないのかな。私みたいなのは全然分からな

いですね。自分で考えたのはアイヌ料理教

室とかね、家族でキノコ狩り、大したこと

ないですね。それから、里見が丘の果てま

で「イッテＱ！」とか、そんなのは駄目で

すかね。全然情けないものばかりしか浮か

ばないです。やはり私の秘策は思い切って

子供たちに任せてみると。思い切って高校

生、中学生にやらせてみると。そういうこ

とも一方なのではないかと。ぜひ何かの形

で取り入れていただきたいと思っていま

す。 

 最後になります。 

 本当にすばらしい、里見が丘本当に日本

どこに出しても恥ずかしくないすばらしい

場所だと確信しておりますので、ぜひそれ

を生かしていただきたい。 

 最後に、今期あと半年ぐらいで終わりま

す。また、新しい来期の任期が町長始まる

わけですよね。町長にとってはやっぱりコ

ロナもありましたし、やっぱり思う存分自

分の思いどおりに事を運ぶことがなかなか

難しかったのではないかと。ちょっと時間

が足りなかったのではないかと、私は思っ

ています。だから、あと今年度半年、それ

で来年度にわたってもぜひ渡辺町長が思い

切り頑張って町長の任務を全うしていただ

きたい、希望を持っているわけですけれど

も、それについて最後町長の決意を伺いま

して、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君）  私も来年の４月

いっぱいまでの任期ということになってお

ります。 

 確かに、令和元年５月に町長に就任させ

ていただいて、それから次の年の２月ぐら

いまでは普通どおりコロナもなくずっと、

普通どおりというのはどういうこと、何が

普通なのかというのもありますけれども、

特にそういった制限だとかいろいろなこと

がない中で町政を担わせていただいたとい

うことになっていますが、それ以降コロナ

禍ということで今に至るまで、コロナでい

ろいろな規制があったということになって

います。そういった中では、それは今まで

ずっと続けてきた町長さんたちとはちょっ

と違うかもしれないけれども、町の財政で

すとか町民の方たちの生活だとか、そう

いったものを守っていくためにといったこ

とは何も変わらないので、それはコロナ禍

であってコロナの中でのやれることをしっ

かりとやってこなければというようなこと

でやってきたところであります。 

 そういった中、でいろいろな政策も皆さ

んの御協力を頂いてやってきたというとこ

ろでありまして、あと残すところは来年の

４月いっぱいまでですから、あと半年

ちょっとでありますけれども、この任期に

ついては町民の皆さんから頂いた任期であ

りますので、この任期精一杯頑張ってやっ

ていきたいなと思っているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

○７番（髙橋健一君） 分かりました。 

 ありがとうございました。 

○議長（吉田敏男君） これにて、７番髙

橋健一君の一般質問を終えます。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 １１時５分まで休憩をいたします。 

午前１０時５６分 休憩 

午前１１時０５分 再開 
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○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 次に、１２番井脇昌美君。 

（１２番井脇昌美君 登壇） 

○１２番（井脇昌美君） お許しを頂きま

したので、通告書に従いましてこれより一

般質問をさせていただきます。 

 質問の事項、林業振興と担い手不足につ

いてでございます。 

 森林を循環利用することは、言うまでも

なく水源の涵養・環境の保全・地球温暖化

防止に貢献するとともに、流域、そして住

民の生活を豊かにし、さらに人々の心や体

にも癒やしの効果を与えております。それ

で、次の４点について、町長にお伺いをい

たします。 

 １点目です。令和４年度森林環境譲与税

の用途内容をお示しをいただきたいと思い

ます。 

 ２点目、森林譲与税を活用した森林整備

について、当町民有林を管理しております

森林組合との協議はどのような協議をされ

ておりますか、お聞きをしたいと思いま

す。 

 ３番目ですけれども、林業担い手不足は

緊急の課題であります。旭川市神楽に道立

北の森づくり専門学校が開校されておりま

す。そこで担い手不足対策により当町より

奨学金制度を開設してはいかがかと、町長

にお伺いをしたいと思います。 

 ４番目としまして、町民参加の町民植樹

祭の再開計画について、どう考えておられ

るかお聞きをしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 井脇議員の「林業

振興と担い手不足について」の一般質問に

お答えいたします。 

 １点目の令和４年度森林環境譲与税の用

途についてですが、足寄町の森林環境譲与

税の活用に向けた基本方針に基づく森林環

境推進事業のうち、森林整備の推進とし

て、民有林における森林施業や作業道整備

に対する補助、林道等の整備、雇用対策も

兼ねた草刈り事業を含む維持管理費用、担

い手対策として、町内在住の担い手に対す

る家賃補助などの待遇改善に対する補助

や、安全装備展等に対する補助、林業行政

の体制強化としてＧＩＳシステムの更新や

専門職員の雇用等に使用しております。 

 ２点目の譲与税を活用した森林整備につ

いて森林組合とどのような協議をしたかに

ついてですが、森林組合とは民有林の森林

施業等における補助内容について協議をし

ております。また、担い手対策や安全対策

等については、森林組合を含む町内造林事

業体と協議をした上で、林業就業相談会を

開催するなど、林業の振興につながる取組

を実施しております。 

 ３点目の北の森づくり専門学院に通う生

徒への奨学金制度についてですが、十勝町

村会として生徒に対する支援を現在行って

おり、足寄町としては現時点で奨学金制度

を創設する考えはありません。今後、業界

からそのような要望があった場合に検討し

たいと考えております。 

 なお、北の森づくり専門学院では、就業

希望者を対象に、毎年合同企業説明会を開

催しておりますが、足寄からの参加企業が

少ないことから多数の企業の参加に向け、

造林事業体と協議中でございます。 

 ４点目の町民植樹祭の再開計画について

ですが、平成３０年度まで町民植樹祭を開

催してきましたが、人員輸送の課題を含

め、安全に事業ができる適当な場所の確保

ができなかったことから、植樹祭を開催し

てきませんでした。しかしながら、本年度

町有林の一部で植樹祭に適した場所の確保

ができ、かつ、森林保全団体の一般社団法

人モア・トゥリーズから紹介を受けた第一

生命保険株式会社と森づくり協働宣言を行

い、町民も参加して第一生命の森の植林イ

ベントを開催いたしました。 

 来年度以降も、以前に開催していた町民

植樹祭と同様に多くの町民に参加していた
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だけるよう、第一生命保険株式会社及び町

内事業者とも協議してまいりますので、御

理解を賜りますようお願い申し上げ、井脇

議員の一般質問に対する答弁とさせていた

だきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 １２番、井脇昌美君。 

○１２番（井脇昌美君） 再質問をさせて

いただきたいと思います。 

 答弁の中で、私どももちょっと勉強不足

なところあったのですけれども、有効的な

活用をされているということをこの一般質

問を通して確認できました。まず家賃の補

助、待遇改善に対する安全装備等々活用さ

れていると。 

 そこで、確かに町が主導してそういうよ

うな計画を組まれるのは結構なことなので

すけれども、一部の組織からちょっと決し

て悪用とかそうではないのですけれども、

道の会計監査などにするとちょっとお話、

指導されるかもしれませんよと。見解の相

違等々もあろうと思うけれども、決してそ

ういうことないように、今のうちにちょっ

とよく協議をしておいたほうがいいのでは

なかろうかということで、この税の森林環

境譲与税の言わば活用、目的の主要目的で

すね。これは国で示されていることですか

ら。「地方団体が所有する公有林は」、公

有林というのは町有林入りますから、「公

有林は地方財政処置で処理されておりま

す。税は、民有林、私有林の整備が進んで

いない現況の下で公的な管理をはじめとす

る森林整備等の財源として創設をされたも

のです」と、これ国がうたっているわけで

すから、だから、いいのですけれども、こ

れは変なトリックとか何かではなくて、町

が決して、私わしづかみしているとは言い

ませんけれども、それでこれ、私は１番と

２番と、①、②との重複するようですけれ

ども、森林組合さんとよく協議をされたの

ですかと。森林組合さんとですね。町で公

有林道をつけた、公有林だと我々も所管で

もあったわけですけれども、やはり町の町

有林の林道の整備は確かに進んでおりま

す。ただし、そこを誤解しないように、町

が先行して足寄町にこの森林譲与税が入っ

たのは確かに窓口はそうですけれども、こ

れは町ではなくて実際は民有林なのです

よ。民有林ということは、民有林を管理さ

れている、足寄当町でいえば森林組合さん

とよく協議をしておかないと、言葉上だけ

は、ここは答弁にもなって、森林組合さん

と協議したいようなことになっていますけ

れども、森林組合さんはまだまだ民間の整

備には、今年４,１００万円ぐらい支給され

たという、その辺の確認、ちょっとその金

額で間違いなかったですかね、環境税で

す。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 今年度ですけ

れども、約４,１００万円程度の環境譲与税

が来て、違っていました。令和４年です

ね、５,４００万円ですね。すみません。

５,４００万円程度の環境譲与税が交付され

ているということでございます。 

○議長（吉田敏男君） １２番、井脇昌美

君。 

○１２番（井脇昌美君） ありがとうござ

います。 

 私ちょっとある機関から聞いたら、４,１

００万円ということをお聞きしたものです

から、５,４００万円頂いたのですね。それ

はやっぱりいろいな意味で、経済課が主導

されるのもいいのですけれども、よく森林

組合さんともんで、もんでということは話

合いをして、そして町のほうも変なテク

ニックでないですよ、町有の林道に対して

も民間の事業体が事業を発足する、関わろ

うということは、これは税の対象になりま

すから、それは全て町が絶対駄目だとい

う、公共的な機関でも民間の事業体の雇用

にも図られるわけですから、それが私冒頭

に言った、若干の見解の相違というところ



― 17 ― 

もあろうかもしれませんけれども、やって

いることに対しては私全てがよろしくない

ということで言っているのではないのです

けれども、よくやはりこれから森林組合さ

んと協議をなされた中で進められるのがベ

ターなのかなと、よろしいのかなと思った

ものですから、ある組織的な人と話しされ

たところを見ると、どうも際どいという

か、際どいという言い方おかしいですね。

もっともっと話合いを、今までのことは別

としてもこれから一緒に膝を交えて進めさ

せていただきたいと。ただし、決して今ま

でのことが不正とかそういうことではござ

いませんと。それは念を押して言っており

ました。ですから、その辺を誤解のないよ

うな、最初に言わば税の活用の目的、内容

をちょっとお話をさせていただいたのです

けれども、そういうことで今後進めていっ

ていただきたいと思います。 

 非常に今日は、議長、ちょっと余談それ

ますけれども、足寄高校生が約２時間にわ

たって勉強していただいていると。ユー

チューブで今私の質問も傍聴していただい

ていると。少しでも議会用語を避け、そし

て漢字は平仮名を振り、横文字は平仮名で

質問をさせていただいているつもりですか

ら、高校生の皆さんが分かりやすいように

少しでも努力した質問をさせていただいて

いるつもりです。また、この傍聴に対して

は本当に感謝をいたしたいと思います。 

 それで、一番今の高校生に一番、これか

ら第３番目の問題に入りたいと思うのです

けれども、関わりがあると思って私はこれ

を取り入れさせていただいたのですけれど

も、３番目の、北の森づくり専門学校に

通っておられる、当町からも行っておられ

る方もおります。それで、非常にやはり結

構な経費がかかるのですよね。経費がかか

るのです。それで、場所は冒頭に言ったよ

うに、神楽町にあるのですね。２０２０年

４月に開校しております。高校制度の高校

卒業程度の学力を有する方と。修学期間は

２年間で４０人だと、定数がですね。非常

にこれは、当町もこれに協力しているはず

ですけれども、足寄町もですね。私はこれ

にぜひ、このことが学校を出られて足寄町

に帰ってこられたらこれはもうすばらしい

人材の、取得して技術それから知識を取得

して帰ってこられるわけですから、話に聞

くところによると、今年足寄の企業にも１

人北の森づくり専門学校から１人入社され

たし、１人は足寄町出身の方でこれまた非

常に優秀な子で、北の森づくり専門学校を

出られて、今もう公務員になって市役所の

職員になって、そしてその能力と技術を

しっかりと評価していただいて、林業に関

わる所管に入って一生懸命、非常に我々足

寄町に帰ってこないというだけではなく

て、うれしく思います。足寄町の出身の人

がそういうところで活躍しているのかと。

そういうことが、またその方も全てが固定

ではないわけですから、足寄町に錦を飾っ

て、またそれの知識に提供すべく機会が

あったら、縁があったら指導もあるかもし

れませんし、また転職してこちらへ役所へ

入ってくれるかもしれませんし、いろいろ

な人間はその辺は流動的なところがあるも

のですから、そういうことを逆に願ってい

るのもあるのですけれども、そういうこと

も踏まえて、ここに奨学金制度をいかがな

ものかなと、そういうふうに思ったのです

けれども、決して財政がある町ではない、

どこの町村も財政はないですけれども、そ

こで私がお聞きしたいのは、林業振興基金

というのが平成１６年に創設されておりま

す。基金ということは、使用目的がしっか

りとうたわれることが、抽象的でなくて具

体的にきちんとうたわれるのが基金なわけ

ですから、その基金をちょっと示して、ま

ずいただきたいと思います。この基金をこ

ちらの奨学金のほうにも流用できないかと

いうことに考えているものですから、まず

その基金の内容を示していただきたいと思

います。 
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○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） これまで基金

の活用についてはしてこなかったわけです

けれども、使い道の内容ということでいけ

ば、林業、林産業への人材確保及び育成事

業ですとか、森林及び環境に関する啓蒙活

動事業ですとか、あと新たな森林資源活用

の推進及び普及事業に充てることとされて

いるようです。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １２番、井脇昌美

君。 

○１２番（井脇昌美君） 分かりました。

全く森林環境税と同じようなあれですね。 

 私はこの議場で、この１６年に創設され

たときに、議場でですよ、この５,２００万

円、５年、１０年たっても動かないですよ

と、私言ったことあるのです、議場でです

から。なぜならば、基金の目的がしっかり

と明示されてなかったということですよ。

だから、これは１０年たってもこの金額は

１円も動かないですよと、私はこの議場で

言ったつもりあるのですよ。 

 それで今の、逆に過去を、今の立派な基

金の内容ですけれども、それはなぜそうし

たら使わなかったのですか、そういう振興

に。それはいいです、いいです。やっぱり

それは問われる、そういうふうに問われる

のですよ。本当に担い手にも困っている、

いろいろな災害にも遭った、苗木の補助

も、国からの補助金も足りなかった、そう

いうときに私はこの５,２１８万３,０００

円が今基金として残っているわけですか

ら、大いにやっぱりこれは活用すべきだと

思います。 

 この奨学資金だけではなくて、この基金

というのは本当にいろいろな多目的な深い

大事な意味を持っているのです。これ前身

をいうと、昔の木材協会の木材引取税が商

工会を通して移行したやつですから、この

金額は。木材引取税の残高が商工会を通し

て足寄町に、言わば移行されただけのこと

ですから。だからその辺をよくやっぱり

きっちりと精査し直して、これからでいい

ですから、基金をしっかり精査して、３役

でも所管とも含めて、しっかりとやっぱり

その活用をすると。 

 それと、やはりこういうこともここに来

て、こういう担い手の問題で起きているの

が、他町からの応募があって住みたいのだ

けれども、そうかなと思うのですけれど

も、空き家があるのに実際は住むところが

ないのだと。そういうのが造林組合で１人

ではないです、３人ぐらい言っていまし

た。ということは、やはりありそうでない

のですね。だからそこで私はいろいろな町

営住宅、今空いているところもあるはずで

す。ただいろいろな町営住宅も管理上、い

ろいろな耐用年数、定期的なこともあっ

て、空き家にしている、意図的にしている

場所もあるわけですから、やっぱりそうい

うところは除外してでも何とか短期的にで

も、移住をしてくれるのですから足寄町

に、そしてまして地元の業者の担い手がそ

こでカバーできるわけですから、私はその

辺の町の住宅の入居条件も曖昧といったら

おかしい、町の施設だけに曖昧にはできな

いですけれども、そういう特例のそういう

場合には、例えば３か月間は入居できます

よと。６か月間は入居してください。その

代わり、何とかその間で部屋を探してくだ

さい、居住地を見つけてくださいという方

法もありでないかなと、そういうふうに

思っております。特にこの担い手というの

は本当に早急に解決しなくてはいけないこ

とだと思います。 

 あなた、経済課長、わざわざ今年と去年

あたりかな、去年かな、銀河ホールで造林

業界を集めていろいろなことで雇用、担い

手の努力されていますよね。今年は帯広の

長崎屋までわざわざあの暑い中、業者の人

と行ってますね。成果はどうだったです

か。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 
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○経済課長（加藤勝廣君） 林業の就業相

談会ということで、令和２年から今年度ま

で計４回開催しておりまして、各２名程度

しか来場されていないということでありま

すけれども、成果としては残念ながら就職

までは結びついてはいないということで

す。 

 今年については、今までずっと足寄町で

開催はしてきたのですが、足寄町だとやっ

ぱり交通の便だとか、そういった意味でな

かなか来場されないのかということで、帯

広市の長崎屋のほうでイベントスペース借

りまして、そこで開催したと。駅も近いと

いうことで来られるのではないかというこ

とでやったのですけれども、やはり今年に

ついても２名程度しか来られなかったとい

うことでして、今後ですけれども、これを

続けていくかどうかについては、林業事業

者の方に要望がある限りは、そういった開

催をしてほしいということがある限りは続

けていければと思っております。それ以

降、帯広市でもこうだったので、あと今

後、札幌市で開催だとかということも考え

ながら進めていければなと思っておりま

す。 

○議長（吉田敏男君） １２番、井脇昌美

君。 

○１２番（井脇昌美君） 分かりました。 

 本当に町もこういうふうに協会の人と一

緒になって、タッグを組んで努力されてい

るのは耳にもしますし、たしか新聞紙上で

も拝見されております。努力しているのだ

なと。ただ努力すれば全て実るのではなく

ても、やはりそれはいつかは何らかの形の

反応は必ず出るはずですから、例えば今最

終的な成果はゼロだったけれども、２人の

方が来場してくれたと、これはありがたい

わけですよ。全て結果が全てで意味ないで

はない、２人の方が来てくれたわけです

よ。その人の労をやはり感謝しながら、根

気よく続けられることをまず願いたいと思

います。 

 それと同時に、やはり林業の就労条件が

非常に現実として厳しい中で、いろいろな

緩和をやはり考えてあげていただきたいな

と思っているところです。 

 そういう中で、まず北の森の学校の入学

等々も含めた中での、言わば雇用の担い手

の振興につなげて、奨学金制度を検討して

いただきたいと。そして、そこが全て奨学

金出したからといって、そこに足寄にＵ

ターンでなくてもいろいろな本人の選択の

自由もあるわけですから、そうすればまた

奨学金返納はこういう条件ですよと、しか

し足寄に帰ってきてくれたら２年間なり３

年間で就労していただければ奨学金は返済

しなくていいですよと。そういうような、

やはり今の時代は結構そういう方法を取り

入れております。それにはやはり資金とい

うのは必ず必要なわけで、そこで林業の振

興基金がもう１６年も２０年も何年ももう

全く埋蔵されたまま寝たきりですから、そ

れを利活用少しでもすればよろしいのでは

ないかと、そのことも検討をお願いします

という質問をしたわけです。 

 それで、最後の質問に入りたいと思いま

す。 

 今年も第一生命だったかな、第一生命か

ら後援していただいて、いろいろな森づく

りの協働宣言をされていると。もう３年、

４年たちますかね、この植樹祭というのは

歴史があるのですよ。昔は営林署、今の東

部管理署がずっと引っ張って植樹祭を年に

一遍の大きなお祭りとして、地域のお子さ

んら、ボーイスカウトもみんな参加して、

今でも記憶してますけれども、また家族も

本当に子供さん、小学校も行かない子供さ

んも一緒になって、長靴を履いて、植栽に

来てくれてました。 

 それと植栽する場所、残念ながら私も３

年前かな、ニトリさんの後援だったのがわ

ざわざ長くしてくれたのだけれども、どう

いうふうなお答えして断ったのですかと

いったら、ここにも触れてあるのですけれ
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ども、植える場所がなかったのですと。実

に何か答弁にも、それ以上私ももう二の口

上がらなかったです。植えるところなかっ

た。そこでお聞きしたいのは、課長さん、

未立木地何ぼありますか。ちょっと調べて

言ってください。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 足寄町有林の

未立木地の面積なのですけれども、近年未

立木地における植林を実施したりとか、あ

と調査における天然林へ置き換えをやって

おりますので、令和２年の北海道林業統計

によりますと６９ヘクタールとなっており

ます。 

○議長（吉田敏男君） １２番、井脇昌美

君。 

○１２番（井脇昌美君） 重箱の隅つつく

ようなものですけれども、足寄町の広大な

面積の中から６９町というのは本当にささ

やかな面積なのです。ですけれども、植樹

祭というのは１ヘクタールも５ヘクタール

も植えるものではないのですよ。お祭りで

すから。啓発ですから。だから、小さなお

子さん、お年寄りの方もお孫さんを引き連

れてお祭りに参加する。昔は帰りにお土産

で苗木をもらったものです。エゾマツだと

かトドマツの苗木をぜひ植栽してください

と。１人１本ずつ頂いて、それを喜んで子

供さんがぶら下げて家に、家庭に帰って、

一生懸命植えてました、また。そういうほ

ほ笑ましさが今ないです。植えるところが

ないだとか。 

 ところで、そこでもう一度再確認なので

すけれども、今高校生の方々も勉強してく

れておりますから、これも一つの足寄町の

林業の大きさをお示ししますけれども、森

林の総面積は足寄町は１１６.１３３ヘク

タールあるのですよ。御存じのとおり、総

面積、足寄町は１,４０８平方メートル、よ

く例に出されますけれども香川県の、四国

の香川県の大きさより大きい町だと。その

８４％が森林で占められているのですよ。

いかにこの森林の大事さ、森林の存在感と

いうのを言わなくても分かっていると思う

のですけれども、それほど足寄町は緑豊か

な本当に大地で、ほえればこだまする本当

に空気の美しい、水の冷たい、おいしい、

それは全て森林なのです、源はね。それが

だんだんだんだん投げられているのではな

いけれども、ちょっと時代の変貌という

か、それではないのですけれども、ないで

しょうけれども、そういうふうになりつつ

あるから私は危機感を持って再整備をしっ

かりと、これを機会に雇用も含めてすべき

ではないかと。それで、今当町の改めて、

皆さん方分かっていながらでも森林の面積

をお話しさせていただいたところでもござ

います。 

 取りつまんで非常に要点のみで小走りに

質疑をさせていただきましたが、非常に私

今でも頭に残っているのですけれども、最

後になります。陸別町の議会の議長さん

が、先輩がです、こういうことを言ってい

ました。「井脇さん、足寄町はいい。財源

をうちらは何もない。流域としても財源何

ある、財源ないのだ」と。「みんなない、

交付税が、基金はあったとしてもいろいろ

な頼っているのが現状で、自分でお金をつ

くれる、財源何もないもな。私どもが行く

行くは町民と一緒に」、極端な表現された

と思うのですけれども、「餓死していかな

ければならない」と。「だけれども足寄町

はそれから見たら、我々が餓死してから５

年６年生きれるもな」と。どうしてです

か。「あれだけの膨大な森林を飢えをしの

いで計画的な１年これだけだ、１年これだ

けだと、五、六年は生き延びれるぞ」と。

僕はそれがすごい重い言葉で今でも頭に

残っています。そういうような大きな財源

というのをもう一回見直そうではないです

かね。そういうことが私どもの将来につな

がり、みんなの、今の小さな子供も、足寄

に居住する、また足寄出身者としても誇り

に思える。ですから、しっかりと循環、合
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法的な循環利用をしながら、先人の思いを

しっかりと受け継いで森をつくっていきた

いと私らも思っていますし、最後に町長の

思いをしっかりとお聞きし、答弁をしてい

ただきまして、私の質問を終わりたいと思

います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今、お話を頂きま

したように、森林は足寄町の大きな財産で

あります。足寄町の面積、今日本一には

なってませんけれども、まだ町村では日本

一なのですけれども、その面積の中、８３

％から４％ぐらいの面積が森林であるとい

うことで、まさに基幹産業農業と林業だと

いってずっと来てますけれども、昔から

やっぱりそういう森林資源の豊富な町で

あって、森林で林業だとかそういったもの

で生計を立ててきた人たちもたくさんい

らっしゃったということであります。 

 昭和３０年代ぐらいから、外材に押され

てだんだん林業がしぼんできたというか、

非常に経営的には苦しくなってきたという

ようなことで、木工所だとかそういったも

のも少しずつ少なくなってきて、今は本当

に足寄町の中に木工所といえば２つぐらい

ですかね、というような状況になってきて

いますが、しかしながら、林業そのものは

やっぱりそういう資源がそのまま残ってい

るわけですから、これはやっぱりきちんと

生かしていかなければならないというよう

に考えているところであります。 

 安久津町長の時代から５０年循環の林業

経営というようなことをずっと言われて、

そういったことを引き継ぎながらやってき

ているところであります。カラマツだとか

伐期が５０年ぐらいで来るといったこと

で、植えて育てて切って使ってまた植える

と、この循環をきちんとやっていくという

ことが必要になってきます。そして、この

ことにはやっぱり林業労働者の方たちが絶

対に必要になってきます。少しずつ機械化

にはなってきますけれども、まだまだマン

パワーというか、人の力でやらなければな

らない仕事というのはすごく多くあるのか

なということで、人材が非常に大事になっ

てくるということであります。 

 ですから、今だんだん人手不足だとかと

いうことが言われていますけれども、この

林業を続けていくためには林業を担ってい

ただく、働いていただく、そういう人たち

が必要になってきます。ですから、そうい

う人たちをやっぱり育てていかなければな

らないということになってくるのかなと

思っています。 

 いろいろお話もありましたけれども、森

林譲与税の関係ですけれども、昨年は４,１

００万円、今年は５,４００万円と。この制

度が完成するともう少し足寄町に森林譲与

税が入ってくる金額大きくなってくると思

います。そういったことも含めて、もっと

もっと民有林、民有林といっても私有林

に、うちの町の森林譲与税の使用目的とい

うのをきちんと基本方針というのをつくっ

てやっていますけれども、その中にもきち

んと書いてありますけれども、私有林のた

めに使うのだよということを書いてありま

す。そういったことで、私有林を育成して

いくために、私有林を守っていくために、

そういう森林譲与税を十分に活用しながら

やっていかなければならないと考えている

ところであります。 

 その中で、人材をどうしていくのかと。

先ほど基金のお話もありましたけれども、

基金の使い道にもその人材育成というのは

書かれておりますし、それから、譲与税の

ほうにもそのことが書かれていますから、

そういった財源を、基金はすぐ使わなくて

もいいといえばいいわけで、譲与税の使い

方の中でそういうこともできるのかなとい

うように考えているところでありますの

で、今後もそういった使い道を十分検討し

ながら林業をまさに５０年サイクルで動か

していけるような、そういった取組をして

いかなければならないのかなというように
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思っています。そのために森林組合ですと

か、それから事業者さん、まだ足寄にはや

められた事業者さんも今年ちょっとありま

したけれども、まだまだほかの町から比べ

れば多くの事業者さんもいらっしゃいます

ので、そういった方たちと十分協議をしな

がら、まさに足寄町林業の町だよというこ

とをきちんと言っていけるような、そう

いったまちづくりをしていかなければなら

ないと考えているところであります。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。（「これで質問を終わりたいと思

います」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これにて、１２番

井脇昌美君の一般質問を終えます。 

 若干時間が早いのですが、ここで昼食に

したいと思います。 

 １時再開といたします。 

午前１１時４６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、２番高道洋子君。 

（２番高道洋子君 登壇） 

○２番（高道洋子君） 議長のお許しを頂

きましたので、通告書に従いまして一般質

問をさせていただきます。 

 件名、大雨災害対策について。 

 近年、地球温暖化を起因とした異常気象

により、世界各地で自然災害が多発してお

ります。 

 これは、我が国においても同様で、特に

ここ数年は集中豪雨による水害が全国的に

発生しており、各地に甚大な被害をもたら

しております。 

 今定例会冒頭、町長からの行政報告にも

ありましたとおり、本町においても７月と

８月に発生した短時間局地的豪雨の影響に

より、一部の道路や農地等で大きな被害を

受ける結果となり、特に町道に関しては道

路が冠水する被害が発生しています。 

 町民の安心・安全を守るため、早急な対

応策が必要と考えることから、以下の点に

ついて町長の御所見を伺います。 

 一つ、直近１０年間の足寄町における降

水量の推移及び最大雨量（１日と１時間）

と被害状況について。 

 二つ、大雨対策の問題点と課題につい

て。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 高道議員の「大雨

災害対策について」の一般質問にお答えし

ます。 

 まず１点目の直近１０年間の足寄町にお

ける降水量の推移及び最大雨量についてで

すが、１０年間の年間降水量の平均は８３

６.８５ミリで、最も多かったのは本町に大

きな被害を及ぼした平成２８年で１,１６

８.５ミリとなっています。この降水量は帯

広測候所が統計を開始した昭和５１年以降

でも最大となっています。 

 次に、１日の最大降水量で最も多かった

のは同じく平成２８年で１１９.５ミリ、１

時間の最大雨量は平成２５年の６４.５ミリ

となっています。ちなみに昨年は年間降水

量が１,０２９ミリ、１日最大降水量は７

６.５ミリ、１時間最大雨量は３３ミリと

なっています。なお、これらの数値はアメ

ダス足寄観測所での実測値となっていま

す。 

 続いて、被害状況ですが、この１０年間

で本町に大きな被害を与えた平成２８年度

の大雨災害以降、毎年のように大雨などに

よる被害が発生しています。その多くは道

路、農地の冠水や流出で、河川氾濫や大規

模土砂崩れなどは発生していません。被害

箇所につきましては、その都度応急または

本格復旧工事で対応をしています。 

 ２点目の大雨対策の問題点と課題につい

てですが、最も大切なことは災害から町民

の生命・財産を守ることです。近年、想定

を超える豪雨により、全国各地で人命を脅
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かす甚大な災害が発生しています。今後、

本町でも経験したことのない豪雨に見舞わ

れた場合、想定外の災害が発生する可能性

も否定できません。その際にハード、ソフ

ト両面で十分な対応が図られるのかが課題

です。 

 本町では、平成２８年度の災害を教訓

に、北海道における河川改修が行われてき

たのをはじめ、足寄町強靱化計画や地域防

災計画に基づき、災害に強いまちづくりを

目指した施策を計画的に進めています。 

 今後は、これまで以上に国や道、帯広測

候所など関係機関と情報共有、連携を図

り、防災、減災に向けた取組を強化してま

いります。 

 また、道から新たな浸水想定区域が示さ

れていることから、来年度に町のハザード

マップの更新を予定しており、町民に対し

てきめ細かな情報提供を行い、防災意識の

高揚に努めてまいりますので、御理解を賜

りますようお願いを申し上げ、高道議員の

一般質問に対する答弁とさせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ２番、高道洋子君。 

○２番（高道洋子君） 再質問をいたしま

す。 

 ただいまの町長からの御答弁にもござい

ましたけれども、やはり２８年がもう本当

にすごい降水量だったのだなということが

分かります。また、思えば、本当に２８年

といえば、私もよく記憶が鮮明でして、旭

町の８０代のある老夫婦のおうちに冠水し

まして家の中、７０センチぐらいの水が

入ったのです。それで、そこから連絡入り

まして、仲間１０人ぐらいで行きまして、

手伝った記憶があります。やはり応接セッ

トが全部ぷかぷか家の中で浮きましたし、

冷蔵庫も斜めになって浮いてしまって、ほ

とんどの物が７０センチの水の中で、家の

中で、それからじゅうたんも全部大変な、

本当１日、２日ではなかなか片づかなかっ

たのですけれども、その中の物を外の道路

へ運び出して、もう１０人ぐらいでは足り

ないぐらいだったのですね。その後、今は

施設に入っておりますけれども、それか

ら、そのときの旭町のある親から頂いた大

きな家があったのですけれども、そこも冠

水して、その方は今そこには入れなくなっ

て、今西町のほうの公営住宅に入ってい

らっしゃる。そしてたまに会うと、その方

もやっぱり前の家が恋しい。やっぱり親の

もらったあの家が本当にまだ建っているの

ですけれども、入れる状態でなく、本当に

突然のことで家やら、また農家の人につい

ても土地の土砂が奪われたりとか、作物が

流されたりということで、本当に不慮の事

故というか、思わぬ不運ですよね、本当

に。大雨によってそこの人たちだけが、そ

の被害が遭った人たちは本当に不運という

ことしか言いようないのですけれども、そ

ういうことがやっぱり繰り返してはならな

いという気持ちでいっぱいです。 

 本当にそのときは、また個人の財産とか

そういうのが全部奪われるわけですけれど

も、道路も決壊しまして、工事費ですね。

本当に復旧工事とか応急処置、そういう処

置にお金も結構かかるわけですね、何十万

円、何百万円と。その都度その都度です

ね、雨の降るたびに。これが結構繰り返し

ておりまして、足寄町も何回もそういう、

２８年ほどのことはないにしても、結構お

金が、税金が使われているわけです。何と

かこれを繰り返さないために未然に、大雨

はもう間違いなくこれは温暖化の影響で絶

対毎年多かれ少なかれ増えてきているわけ

ですから、未然に防ぐ手だてはないものか

と。何とか大災害のそれを回避できないか

ということで、今回質問にさせていただき

ました。 

 それで、ただいまの御答弁の中に、２点

目の大雨対策の問題点と課題ということで

私のほうから質問させていただいて、その
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答弁に想定外の災害が発生する可能性を考

えたときに、ハード、ソフト両面で十分な

対応が図られるかが課題だというふうに御

答弁されておりました。大雨が降ったとき

にハード、ソフト面両面で十分な対応は図

られるのかが課題だと。これが課題という

ことに御答弁ありましたけれども、私が想

定していたのはもう少し具体的に、これが

課題でこれが問題点というふうにせめて箇

条書きで何かあるかなというふうに思って

いたのですけれども、今用意している答弁

の中で、もしそれがもう少し具体的な大雨

災害に対する課題と問題点ですね、それが

もし挙げれることが用意しておりましたら

お答え願いたいのですが、 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えをいた

します。 

 具体的お答えにはなっていないのです

が、基本的に平成２８年に足寄町、特に旭

町の地区で起きました大きな災害以降、北

海道の御協力を頂きまして、利別川、足寄

川等の築堤のかさ上げ等を行っていただい

ております。それで、基本的に当時の雨で

したら、氾濫するようなことは多分起きな

いだろうとは思いますが、ただ現在の地球

温暖化によるだろうと思われる異常な降

雨、かつて経験したことのないような降雨

が現在は今後も起こる可能性がございます

ので、ハード面というよりもソフト面につ

いて、特に全国的に九州等で起こった平成

２９年、３０年ぐらいの大雨災害のときの

国の検証によりますと、やっぱりお亡くな

りになる原因というのは避難行動を取って

いなかったのが大きな原因であると。それ

で、足寄町でもその辺を踏まえまして、ま

ずは町民の皆様に防災無線等を通じて、ま

ずは避難して、そのような氾濫のおそれが

あって被害が起こるようなときはちゅう

ちょなく避難をしてくださいという情報を

お伝えをいたしまして、空振りになっても

よろしいのでまずは避難してくださいとい

うことを町民の皆様に周知をすると。それ

で、防災無線につきましても、現在８３％

の配備率になってございます。まだまだ

ちょっと１００％に近づけるのはなかなか

大変ではございますが、まずは情報の提供

をするに当たって、その辺防災無線の配備

率につきましても、今後もさらに担当含め

て配備率の向上に向けて努力をしてまいり

たいと考えております。まずはソフト面の

充実が最も重要なのではないかと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 課題として避難行

動が大事だという、これを課題に上げてい

きたいという、情報を周知徹底していきた

いということでしたけれども、こうした避

難行動が大事ということで、何かこれから

先の実施計画のような、これをするための

年間計画とか、そういうのはもう既に立て

ているのでしょうか。令和４年はどういう

ふうになっていますか、避難行動。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 具体的に計画はまだ策定しておりません

が、ついせんだって総務課の防災担当、そ

れと教育委員会、福祉課等の職員のみなの

ですが、災害を想定した訓練を実施してお

ります。今のコロナ禍の状況、今現在落ち

着いておりますが、町民を巻き込んだ避難

訓練も実施する計画ではおりますが、まだ

今年度にやる、あるいは来年度にやるとい

うことはまだ未定でございます。 

 今後、町民あるいは自治会等を巻き込ん

で避難訓練は実施すべきだと思っておりま

すので、コロナの状況を見て計画をしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 
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○２番（高道洋子君）  町として大雨対

策、災害対策の大きな課題が避難行動だと

いうことであるならば、もっと具体的に、

そしてもっと計画的に、もっとそして町

民、町職員だけではなく町民全体含めたと

ころの避難行動計画を年に１回でも２回で

もやるべきだと思うし、それを念頭に置い

てそういう行動計画書を町民に周知してい

ただきたいなと。そして、町民もみんない

つになったら避難行動の日だということ

で、１回では多分みんな参加するしないあ

りますので、それをやはり方法としては

やっぱり課長言ったように、自治会連合会

あたりでもっともっと会議でもんでいただ

いて、具体的に役割分担をしっかりそれぞ

れの部署で団体で役割をきちんと責任持っ

て、そして大がかりに町挙げてやっていた

だきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） 高道議員御指

摘のとおりでございまして、今後、コロナ

の状況も勘案しつつ町民を巻き込んだ避難

訓練の実施に向けて総務課内で検討してま

いりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） よろしくお願いし

たいと思います。 

 避難訓練もさることながら、私がこの間

７月の、８月ですか、８月の下旬に大雨が

降りました、足寄町内に。特にそのときは

今回は西町９丁目付近が特養施設を中心

に、それから西町９丁目の公住の住宅です

ね、そこが本当にすごい被害がございまし

て、それは町民みんながみんな知らないこ

とで、そこに住んでいる人、私は栄町に当

時いましたけれども、全然分かりませんで

した、そんな雨が降っていることも。ほか

の９丁目以外のところはそんな被害はな

かったわけです、そんなに降らなかった

し。そこに住んでいらっしゃる住民の方、

複数の方から今飛んできてちょうだいと、

すごい状況だよということで、それで雨の

降っている最中は行けなかったのですけれ

ども、その後その直後、次の日か翌々日と

何回かそこに足を運びました。本当にその

とき思ったことは、山のほうから土砂が下

りてきて、道路を伝わってきたのか、そし

て特養、そこを通り抜けて、そしてその下

にある特養の裏側にある９丁目の公営住宅

を直撃したというか。その住民のお話を聞

くと、玄関前を、公営住宅のドアを開ける

とその前を約１５センチぐらいか２０セン

チの川ができたのだと。そして、しかもそ

の水は土砂を含んで真っ茶色のあれがそっ

ちから流れて、それはすごかったという話

が。私が行ったときは既にそれは雨は収

まって川はなくて、そこに土砂が残された

わけですね、茶色の砂利と土が。それをそ

のときは消防の方が２台か３台ですね、そ

れから１０人以上の人たちが一生懸命乾き

きった、次の日晴れてましたから乾ききっ

た、それこそオオニシさんでなくて、あそ

この自動車工場ありますよね、そこら辺か

らもうずっとあの道路がすごいわけです。

そこを放水で結構な時間かけてやってまし

たし、その公営住宅の前の砂利も敷いたり

して、それから特養の土砂も全部取り払っ

てという、あれは本当に何日間かかかった

かと思うのですけれども。そのとき、そこ

の住民の人に案内されてどこに原因があっ

たのかということで行ったのですよね。そ

うしたら、上のほうから、ウエダさんのと

ころから道路が大きい太い道路があって、

そこにも砂利は敷かれてました、新しい

の。下りてきたら、特養があるのですけれ

ども、その特養の玄関から出て左側のとこ

ろに町道があります。その町道の横に側溝

があるわけです。コンクリでできた側溝

が。そこが、そこの住人の人が、おじさん

方が言うのには、そこが土砂で埋まってい

て、もう本当に草も生えていて、そして

ちょうどたまたまそこが湧き水があって、
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その湧き水を７人、８人の方が利用してい

るそうなのです、水道として。だから、も

ちろん管理かたがたその周辺を見に行った

ら、側溝に土砂が入っていて、それを何時

間もかけて３人の男の人で上に上げたと、

その土砂をですね。それは今の８月、雨で

土砂でできたのではなくてその前から土砂

が埋まっているものだから、そこに側溝に

水が流れていかないで、特養のほうに流れ

たのだと、水が、そういうことらしいので

すね、道路が冠水して。そのとき思ったの

ですけれども、やはりその人たちも言うの

には、この排水溝を絶えず空にしておい

て、水が大雨が降ったらそこに排水溝を

通って地下へ行くわけですから、そこさえ

きちんとしておいてくれれば大分助かる

と。この避難を、特養のほうまで行かな

かったり、公営住宅のほうへ水が行く量が

相当削減されるということを言われたので

すけれども、そのときの状況を多分建設課

中心に一生懸命頑張ったのだと思いますけ

れども、側溝に対してどういうふうに思い

ますか。 

○議長（吉田敏男君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 今、議員仰せの特養のところを水が流れ

たという形のところをちょっと若干説明を

させていただきますが、行政報告でも報告

をさせていただいたところなのですが、美

盛－足寄線に下愛冠川というのが流れてま

して、それを横断する横断管が入っている

のですが、それが今回飲み切れないのと流

れてきた流木だとかに阻害をされたという

ことで、そこが詰まった状態になったもの

ですから、特養側のほう、道路のほうに流

れてきたというのが大きな原因かなという

ふうに思っています。 

 その原因があったものですから、次回以

降は詰まらないようにという策も取ったの

ですけれども、やはり想定外の雨が降られ

たりするということがあるものですから、

そこで対策としては大きな土のうを置い

て、下流側に水が行かないような態勢を

取って、万が一そういう水が来た場合には

そこで止めて、特養とか道路のほうに流れ

てこないようにするというようなまず対策

を取らさせていただいています。 

 議員仰せの水道の水源がありますよとい

うのと、そこに側溝が流れているのですけ

れども、そこについてはやはり仰せのとお

り、側溝が埋まった状態でということもあ

りまして、なかなか水が流れにくいという

ような状況にもなってますが、一応そこの

整備については現状を見ながら進めていき

たいかなとは思っています。ただ、そこの

側溝が詰まったから大きく特養のほうに流

れたのだよというのはちょっと場所の関係

でいくと難しいかなというふうに考えては

いるのですけれども、今後も含めて特養の

ほうだとか、西町の下流のほうに行かない

ように検討していきたいなというふうには

考えています。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 今回、特養のほう

にはその水は行かなかったのかもしれませ

んけれども、でもやっぱりそこの住民の人

たちが言うのには、やっぱり側溝は絶えず

本来の水が流れるように、そういう状態に

してほしいという希望がございました。 

 ほかの、そこだけではなくまちの中と

か、それから町道ですね、いいですか、町

道の側溝ですね、そういうところは一体全

体どういうふうになっていますか。 

 パトロールをやっぱり何もないとき、雨

降ってから泡食ってあれするのではなく

て、雨降り前の対策が大事だと思うのです

よ、未然に防ぐためには。だからこうやっ

て何回も繰り返すわけですから、側溝の排

水の、それから上に草などがやっぱり、見

ましたらやっぱり土砂が、鉄板でないし穴

の上に蓋がありますよね、網の目の鉄製
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の。そこにも土砂で、土で覆っていて、そ

こは草が生えて、私も何か所か見たのです

けれども、やっぱりそういう状況で、そこ

に本来の水が、道路の水が落ちていかない

状態も何か所か見てきました。だからそう

いうパトロールを、今回私が言いたいの

は、側溝とかそういう雨が降ったときに起

こるであろう被害を想定してパトロールが

どのぐらいできているのか、年間。それを

ちょっとまず伺いたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。 

○建設課長（増田 徹君） お答えをいた

します。 

 町内、まちの中の側溝だとかのパトロー

ルというのは、現在やっておりません。た

だし、状況に応じてその都度発見した場合

は処理をしながら進めているというのが現

状です。 

 今回、ちょっと側溝ということだったの

ですけれども、側溝違いで僕のほうの

ちょっと見解が間違ったかもしれないので

すが、道路に流れてくる側溝のグレーチン

グと言っているのですけれども、それにつ

いてはやっぱりこの時期落ち葉だとか何だ

とか、土砂だとかが来て、そこが詰まって

飲み切れなくなって道路の水が流れていく

というような現象は確かに多くあるという

ふうに思っています。ただし、今回の西町

とかに関しては、過去にもそういった経験

があったので、できるだけ早めに側溝の蓋

を開けて飲みやすくするだとかという対応

についてはしてきているところです。たま

たま今回の雨については、一応確認はして

いたのですけれども、飲み切れるだろうと

いうことと、あと集中豪雨で今回に関して

は予想以上の水が流れてきたということも

あり、飲み切れなかったというのが実際の

現状というような形になっています。なの

で、そういうところに関しては今後も箇所

はある程度特定されますので、先ほどの美

盛－足寄線だとかと同じように、早めに雨

の予報が、大きく降るという雨の予報が出

たときには、早めに側溝の蓋を開けて飲み

やすくするだとかという対応については

やっていきたいというふうに考えてますの

で、御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） やはり常日頃から

の雨が降らないときの管理が大事かなと。

降ってからは応急処置やらお金かけていろ

いろなさいますけれども、その前の管理が

大事かなと。やはり何回も受けているうち

に思うわけです。 

 パトロールですけれども、今はコロナの

せいで出張も会議もないし、時間的に余裕

はそれはないかもしれませんけれども、で

もコロナないときよりは時間的な余裕があ

るのではないかなというふうに、私なりに

想定しております。ですから、そういう中

で、年間パトロールを、今月はこの方面、

今月はこっち方面というふうに計画立てて

パトロールをしっかりしていただれば、側

溝の状況、ますの状況、それから落ち葉の

状況、草の生え状況とか見ていただいて、

チェックしていただきたいなということを

お願いしたいと思います。 

 それから、大雨被害の根本的な対策はな

かなか本当に、これは想定外の雨は多分こ

れから、来年再来年も何年か置きに、もし

かしたら連続かもしれないし、温暖化です

から、だからあるように思います。だか

ら、それを想定して対策なのですけれど

も、土のうですね、特養の横のあそこに大

きいスーパー土のうが何個か並んでおりま

した。そういう土のうでなく、あれは道路

ですけれども、そのとき思ったのですけれ

ども、あそこの辺から特養から流れてくる

土砂が公営住宅側に入っていくわけです。

大きい、特養から下りてくる道路を今度向

こうから見ると左側ですね、左側に公営住

宅が低くなって家が建っているから、そこ

へ入ってくるのですよ。そのときに、行っ

た後見ると、１０センチぐらいの土砂が
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がっちり固まってこびりついて、それを細

部にわたったところは消防署のあれは来な

いわけですね、大きいところしか。ですか

ら、そこのおうちの方が水道水で２時間ぐ

らいかけて一生懸命散水しているわけです

ね、その土砂を。でなかったら、車が通れ

ないらしいのですよ、雨降ったときに、も

うごちゃごちゃになって。乾いたらぱんぱ

んにからからになるしということで。その

ときに、そこの住民の人たちと思ったこと

は、あのときは何日間か雨が長続きだった

のですよね、たしか、１回切りではなかっ

たのですよ。その何日間か降って、これは

大雨になりそうだなと感じたら土のうです

ね、土のうをそこのうちの人たちが自分の

力で土のうを持ってきて積んだらいいので

はないかと。５つか６つで足りるのです

よ、私が見たところは。だから、大きい市

あたりでは土のうセンターというのがあっ

て、土のうを市民がいつでもどこでも誰で

も持っていけるように、土のうを市の市中

に何か所も置き場所を設けてやっているら

しいのですね、聞いてみたら。ですから、

帯広辺りもそうだと思うのです。ですか

ら、ここの町は土のうはどういうふうにし

てあれですか、町民が欲しいときはどうい

うふうにしたらいいのでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 土のうのお話でご

ざいますけれども、土のうは町のほうで大

型スーパー土のうという大きな土のうと、

それから小さな土のうと、そういう袋を用

意しておりまして、そういう災害が起きそ

うなときだとか、そういったときに準備を

しています。それは、例えば台風が来るだ

とかというのがある程度大雨が降るかもし

れないという予想が立つときに、事前に土

のうを用意するという形にしております。 

 一回土のうをつくってしまうと、やっぱ

りまた土をまた抜いてだとかということは

なかなかできませんので、そのままつくっ

たままとなってしまうのですけれども、そ

ういう形で、実際に起きそうなときにとい

うようなことで土のうはつくります。 

 それを町民の皆さんに配布しているかと

いうと、それは配布はしておりません。そ

ういう仕組みにはなっていないということ

であります。 

 実際にそういう土のうが必要な場所に町

のほうで持っていって、消防などにも協力

してもらったりだとかしながら敷設をする

という形にしています。それが災害が来る

かもしれないというときにそういうような

形にしています。それから、ある程度の数

については常日頃車両センターのほうに、

ある程度の数は用意してありますけれど

も、常に多くの数を用意しているというこ

とにはなっていません。 

 例えば、いろいろな形で土のうはつくれ

て、よくテレビなどでもやっていますけれ

ども、ごみ袋だとかに水を入れて、それを

使って土のうの代わりにするだとか、いろ

いろな形で町民の皆さんもつくることは可

能なのかなというように思っているところ

であります。そういうつくり方だとかそう

いった、要するに家の前で、例えば家の中

に水が入ってくるかもしれないだとか、そ

ういったときに使えるようなものというの

は町のほうで常に配布しているということ

ではありませんので、また、町民の皆様も

また工夫していただいて、例えばそういう

ようなときというのは、そういう台風が来

るよだとかいうようなことが事前に分かっ

て、もしかしたらというようなときにはそ

ういう形に用意していただくというのも一

つの方法なのかなというように思っていま

す。 

 大抵今までの災害のパターンでいきます

と、例えば秋雨前線があって、秋雨前線が

出てきて雨がずっと何日間か降り続いて、

その後に台風が来るだとか、それで洪水に

なってしまうだとかというパターンが今ま

で、以前もありました。今回のように、記

録的短時間大雨情報が出るような、今回は
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９０ミリというようなことで解析がされた

ということなのですけれども、こういう災

害というのは本当に最近多くなってきてい

るということで、いつどこでどんな雨が降

るかというのはなかなか想定できないとい

う雨の降り方であります。ですから、昔と

違って、雨の降り方も違ってきているとい

うことで、今後やっぱり私たちも、町とし

ても災害対応をどうしていくのかといった

部分は今までと同じパターンではなかなか

済まないなというところは感じているとこ

ろでありますので、そういったところも研

究しなければならないのかなと考えている

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 私は当日現場に行

きまして、これは土のうが必要だというふ

うにその地域の人と考えたものですから、

やっぱり土のう、どこで、すぐ手配したい

ということで、これは車両センターにある

かもしれないけれども聞いてみなければ分

からないとかと、そうこうしているうちに

雨がやんだわけです。そうすると、２時間

も放水して水道料を払って、それはしなく

て済んだのかなというふうに思います。 

 だから、突然の雨には対応不可能かもし

れませんけれども、長雨が降って、これは

危ないなというふうになりましたら、９丁

目も今回初めてだったから、全然どうしよ

うもなかったのですけれども、やっぱりこ

れからそういう、あのときの７月２７日、

８日ですか、あの雨は多分時と場所を選ば

ないで来るような気がします。そのときに

我が家を守るのは本当に土のうかなという

ふうに思っておりますので、玄関の前に積

むとか、来そうなところに３つでも置くと

大分違うのですよ、４つでも。だから、４

つ、５つの土のうをどうやってすぐ対処で

きるかということで、それは用意するな

り、教えるといってもなかなか材料包む暇

もないですからね、まちのアパートに住ん

でいる人は。 

 だからそういうことで、それを今後対策

の一つとして検討していただきたいなと思

うわけです。凍結ですね、冬の凍結は砂で

すね。あそこに砂が、坂のところに砂、大

変みんな重宝して滑り止めに、冬凍結防止

に砂をまくと。夏は土のうということで、

夏と冬とそういうふうに立て分けして、砂

も足りないと、そういう声もありますけれ

ども、冬は砂で夏は土のうということで、

もうちょっとコンパクトでも、女の人が持

てるぐらいの土のうでもいいのかもしれな

い、あまりそれなら用はだめなのかもしれ

ませんけれども、そこら辺もちょっと検討

していただきたいなと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 土のうの件では、

先ほども言いましたように、事前に台風が

もう近づいてきているよといったところ

で、大雨になったときに、洪水になって水

が氾濫して家の中に水が入ってくるかもし

れないだとかという、そういう事前にある

程度の想定がつくときにはある程度土のう

もつくってますし、そういったものをここ

必要だよという話があれば、町のほうでも

置いたりだとかできることはできますけれ

ども、事前にどこかに置いておくというの

はなかなか難しいかなというように思って

います。というのは、一つには結構大きさ

もありますし、数置けば場所も必要になっ

てきますし、それからずっと永遠にそのま

ま置いておけるかというと、やっぱり袋が

劣化してきますので、土入れてどこかに置

いておきますよとなっても、それはやっぱ

りもたないというか、１年とか２年とかぐ

らいでもたなくなってしまいますので、

ずっとそこに置いておいて、町民の人たち

が何かあったときに持っていけるだとかと

いうような形はなかなかやっぱり難しいの

かなというように感じています。なので、
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やはり今回みたいなような急な大雨、これ

はなかなか対応が難しいところであります

けれども、そういう状況が出たときにすぐ

対応できるような、町としてもその対応を

考えていかなければならないなというよう

に考えておりまして、町民の方たちが自分

の家を守るためといった部分でいきます

と、今回の部分でいくと、本当に短時間

で、１時間ぐらいの間で９０ミリぐらい

降ったということですから、土のうを用意

している間にもうかなりの雨が降ってきて

いるというような状況なのかなというよう

に思っていまして、その大雨の中で土のう

を２個、３個だったら置けるのかもしれま

せんけれども、多分本当に水が来たよとい

うときにはかなり遅い状況にもなる可能性

もありますし、なかなか対応は難しいのか

なというように思っているところでありま

す。 

 いずれにしても、災害の起きた、これか

ら本当に温暖化の関係もあって、気温が上

がれば雨の量も増えてくるし、それから昔

みたいなしとしとと降ったような雨ではな

くて、急激にスコールみたいなどっとゲリ

ラ豪雨というか、そういう雨が降るだとか

というのは、やっぱり気温が上がることに

よってそういうリスクというのは増えてく

ると言われていますので、そういうことが

起きる可能性はやっぱりこれからも増えて

くるというように思っています。ですの

で、そのあたりの対応というのはまた町と

しても、先ほども言いましたように、今ま

でと同じ対応ではやっぱりなかなかきちん

と守っていけないかなといった部分でいく

と、対応をまた少しずつ考え直していかな

ければならないということは必要だという

ように思っています。 

 それと、ちょっと話は違いますけれど

も、地球の温暖化防止だとか、そういった

こともやっぱり町としても今計画つくって

いますけれども、そういうことも温度は上

げていかないという、そういう対応もやっ

ぱり併せてやっていかなければならないの

かなと、改めてまた感じているところであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 今回は側溝という

か、水の排水対策ですね、そこのコント

ロールをとにかく頻繁にするということ

と、土のうですね。私は今回の落としどこ

ろとして発言したわけでございます。 

 土のうもああでもないこうでもないと、

古くなる、置き場所がないとかと言ってい

ると、それは不可能だと思います。もうで

きないと思います。だけれども、実際雨が

押し寄せてきたときにどう防ぐかとなる

と、やはり何か手だてをしていかないと結

局被害に遭ってしまうわけです。 

 同じく、そこの公営住宅の１軒の家で急

遽入ることになって、ぼっとんトイレから

水洗トイレに切り替えて、中はきれいに清

掃してくれているのですけれども、やっぱ

り雨が続くと中に水がたまって、私も中の

ぞいてきましたけれども、約７０センチの

水が。業者さんに聞いたら、それは自然に

なくなりますということで、いっときはな

くなったのだけれども、雨が続くとまた

やっぱり７０センチがたまっていて、外か

ら見えないのですけれども、やはりそうい

うこともあるわけで、じめじめしてとても

嫌だということも言ってまして、急遽役場

の担当の方にも来ていただいて見ていただ

きました。その後、どういうふうになった

か分かりませんけれども、やっぱり雨の被

害は思わぬところに落とし穴があって、あ

るものなのですね。ですから、土のうも一

家に５つぐらいみんなが持っていれば、倉

庫の片隅に置いておけばいいことかなとい

うふうに、そうするとすぐ雨が降ってもす

ぐぱぱっと持っていけると。１０キロぐら

いなのですか、１個につき。２０キロぐら

いですか、土のう、もっと。（発言する者
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あり） 

 ５キロぐらい。では私も持てます。米１

０キロ、１袋なら何とか大丈夫ですから。

そんなの５個ぐらい対策として常時用意し

ておくとか、そういう本当に毎年ゲリラ雨

が毎回１回はあるという思いでいないと、

来てからあれそれしても駄目だと思うので

すよね。だからそこら辺ももっと緊迫感を

持って何とかやってほしいなと。もちろん

そうしていると思いますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

 町長、何かありますか。ありそうな顔し

ています。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 側溝の件はやはり

水が流れていくというのが側溝ですから、

ですから水が流れづらいだとかというのは

やっぱりそれは側溝としては不備な点なの

かなというように思っていますので、やは

りきちんと水がきちんと流れるようにとい

う、そういう整備をしていかなければなら

ないなというように思っていますが、なか

なかパトロールというところでいきます

と、なかなか職員の数も少ない中で足寄町

非常に広いまちの中で、全体をパトロール

するというのはなかなか難しいというよう

に思っています。とりわけ側溝ですから、

道路、例えば車で走っていっても側溝の中

だとか、要するに低いところにあるので、

なかなか見えづらかったりだとかするわけ

ですよね。そうすると、なかなかパトロー

ルに行くというのも人員的にもなかなか難

しいですし、それからパトロール行っても

やっぱり車で見ながらといっても見落とし

することだとかというのもあるのかなとい

うように思っていますので、そういうこと

でいくと、やはり地域にいらっしゃる住民

の方たちが自分の家の周りだとかそういっ

たところの側溝だとかが、何か最近きちん

と水が流れていかないだとか、何か土がた

まっているよだとか、雑草がもう生えてい

て雑草ひどいよだとか、そういうようなこ

とがあればやはり地域の人たちからの情報

提供というのもやっぱり一つの方法なのか

なというように思っていますので、なかな

かパトロール、本当はきちんとすればいい

のですけれども、やり切れない部分もやっ

ぱりありますので、そういう住民の皆さん

の御協力も頂けたらありがたいなというよ

うに思っているところであります。 

 それから、土のうについてはなかなか

やっぱり先ほどから何回か言っていますけ

れども、難しいなというように思っていま

す。それぞれの家の条件というのも違いま

すし、そのときの災害の状況というのも変

わってきますし、雨の降り方だとかそう

いったものもいろいろありますので、土の

うが必ず３個、４個あれば何とかなるとい

うことで済まないことだとかもあります。

そういったことでいくと、一つはどこかに

土のうセンターだとかというようなところ

で置いておいて、そこから住民の人たちに

持っていっていいですよとしたときに、適

切に持っていっていただいてというのはま

ずあるのだろうと思いますけれども、やっ

ぱり雨が降ってきそうだよ、災害起きるか

もしれないよといってみんなで取りに来ら

れると、多分用意した数が足りなくなるだ

とか、そんなこともできてきますので、な

かなか簡単に土のうをどこかに用意してお

いてというのはやっぱり難しいのかなと感

じているところであります。 

 いずれにしても、先ほどから言っており

ますけれども、この雨の降り方だとかも含

めて、だんだん変わってきていますので、

災害対応の在り方というのも今までと同じ

では駄目だなというように思ってますの

で、少しずつ中身を検討しながら今の雨の

降り方だとかに対応できるような、そう

いった取組にしていかなければならないと

考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 
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○２番（高道洋子君）  いろいろおっ

しゃったので、私も一言。 

 パトロールにつきましては、そんな難し

いことではないと思います。１年に町全部

をやろうと思ったら大変ですけれども、５

年がかりで今年はこの方面、今年はここと

いうふうに３年がかりでもいいから、本当

にやる気があったらできることです。です

から、それが大雨被害対策になるならば、

それはやらなければいけないのではないか

なと私は思うわけです。ですから、町長も

何回も、今までどおりのやり方では駄目

だ、駄目だと、今たくさん聞きました。で

すから、今までどおりのやり方でない方法

あれば一番いいのですけれども、なかなか

その案が浮かぶまでは従来のパトロールと

か排水をしっかり整備するとか、完璧にし

ておくとか、それから土のうは古いと思う

かもしれませんけれども、やはりそういう

できない理由をいっぱい言うといっぱいあ

ると思うのですけれども、何とかどこかで

区切りをつけてやってみないことには、そ

れは希望者が欲しがっている人からでもそ

ういうふうにやっていただきたいなという

ことをお願いいたしまして終わりです。 

○議長（吉田敏男君）  次、よろしいで

す。 

○２番（高道洋子君） 引き続き、次に移

りたいと思います。 

 件名は、新型コロナウイルス感染症のさ

らなる対策についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の第７波はい

まだ高止まりの状況を脱しない中、管内に

おいては、依然として連日数百人単位の陽

性者が発生しており、先月２５日には累計

４万人を超える感染者数にまで達しており

ます。 

 本町においても、８月に入ってから陽性

者が急増しており、その多くを家庭内感染

が占めているものと思われます。 

 陽性者本人はもちろんのこと、同居家族

が濃厚接触者となり、一定期間社会活動が

制限されることで、子供たちの学習の機会

が減ったり、企業の生産能力が低下するな

どの弊害が生じており、長引くコロナ禍の

影響による子供たちの心の不調も心配され

ます。 

 また、医療機関においても、通常の診療

に加えてコロナ対応が求められることか

ら、限られたマンパワーの中で負担が増大

しているのが現状です。 

 そのような状況の中で、帯広保健所では

道内保健所では初めてとなる自主検査や無

料検査で陽性となった管内住民対象の電子

申請システム活用の陽性判定登録を新たに

設け、８月２６日から運用を開始しまし

た。陽性者自ら登録をすることによって医

療機関の負担軽減につながり、迅速なコロ

ナ対応が期待されます。 

 また、現在コロナワクチンの４回目接種

が行われておりますが、今月１９日以降に

は従来の株とオミクロン株のＢＡ１にも対

応した２価ワクチンの配送も始まることと

なっています。 

 これらのことを踏まえ、以下の点につい

て町長の御所見を伺います。 

 一つ、これまでの町民のコロナ陽性者数

について。 

 二つ、無料検査についての町民への情報

提供について。 

 三つ、高齢者など自身で陽性判定登録を

することが困難な場合のサポート体制につ

いて。 

 四つ、自主検査に伴う医療用抗原検査

キットの希望者への無料配布について。 

 五つ、今後のコロナワクチン接種のスケ

ジュールについて。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 高道議員の「新型

コロナウイルス感染症のさらなる対策につ

いて」の一般質問にお答えします。 

 １点目のこれまでの町民のコロナ陽性者

数についてですが、昨年６月２０日から北
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海道が１週間ごとの市町村別陽性者数を発

表しており、昨年６月２０日から今年９月

１２日発表分までを集計すると、本町の陽

性者数は延べ５２４人となっております。 

 ２点目の無料検査についての町民への情

報提供については、北海道では感染不安を

感じる無症状の方を対象にＰＣＲ検査等や

抗原定性検査の無料検査事業を実施してい

ますが、事業実施期間が限定的であること

から、本町においては町ホームページから

詳細を確認できる対応とし、回覧やチラシ

などの紙媒体での案内については見合わせ

ています。 

 なお、実施期間は毎月延長されており、

現在は令和４年９月３０日までの実施と

なっています。 

 次に、３点目の高齢者など自身で陽性判

定登録をすることが困難な場合のサポート

体制についてお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴い、帯広保健所管内においては、外来医

療の負担軽減や迅速な陽性判定等を目的

に、８月２６日から十勝新型コロナ陽性者

判定システムにウェブ登録をし、陽性判定

が行われる体制となっていましたが、９月

１３日からは北海道統一の取組として北海

道陽性者登録センターでの取扱いに切り替

わることとなりましたので、現在の仕組み

に基づき答弁させていただきます。 

 まず、変更後の仕組みとしましては、地

域の診療・検査機関が混み合っており、予

約や受診・検査が困難な全道の６４歳以下

で症状があり、軽症かつ重症化リスクに該

当しない方を対象としており、陽性者登録

センターへのウェブ申請により検査キット

の無料配布や自主検査後の陽性者登録がで

きることとなりました。 

 なお、このセンターを利用できる方は、

ウェブ申請のほかメールやショートメール

による連絡が可能な方に限定され、イン

ターネットの使用が困難な方や６５歳以上

の方、基礎疾患のある方は今までどおり医

療機関の受診をすることとなっておりま

す。 

 なお、陽性で症状がある方への登録

フォーム入力のための直接的なサポートに

ついては、感染リスクが高いことから対応

は難しいため、陽性者登録センターへ電話

でお問合せいただくことになります。 

 ４点目の自主検査に伴う医療用抗原検査

キットの無料配布についてですが、北海道

において無料検査事業を実施しているほ

か、北海道の案内には自主検査に使用する

抗原検査キットは御自身で用意をするよう

記載されております。現在のところ、町で

準備する予定はありませんが、感染状況や

帯広保健所管内の他市町村の動きと合わ

せ、状況に応じた対応を考えてまいりま

す。 

 ５点目の今後のコロナワクチン接種のス

ケジュールについてですが、オミクロン株

対応ワクチンは９月１９日以降順次配送さ

れることになっていることから、本町にお

いては９月２５日に実施する集団接種まで

にオミクロン株対応ワクチンが到着した場

合には、従来のワクチンから切り替えて接

種を行う予定となっています。 

 なお、１０月以降の接種については、現

段階では国が定めた接種の実施期間が９月

末となっていることから、本町における接

種日の設定は行っておりませんが、国の実

施期間延長の正式決定後、速やかに接種を

推進できるよう、今後、町内医療機関と協

議を行い、１回目、２回目の初回接種、３

回目接種、４回目接種、小児接種につい

て、接種を希望される方全員が接種できる

ように接種日程を設定してまいります。ま

た、５回目の接種については、今後国から

接種間隔や対象者等の詳細な通知があり次

第対応できるように、集団接種での実施を

想定し準備を進めてまいりますので、引き

続き感染拡大防止に向け、御理解を賜りま

すようお願いを申し上げ、高道議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。 
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○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ２番、高道洋子君。 

○２番（高道洋子君） 再質問をいたしま

す。 

 本町の陽性者数が延べ、新聞にも報道さ

れておりましたけれども、５２４人となっ

ておりますという町長からの御答弁があり

ました。この５２４人という数は十勝管内

では、この５２４人というのは足寄町、十

勝管内の中で陽性者が多いのか少ないのか

中間なのか、ざっくりでいいのですけれど

も、本別よりは相当低いということは分か

りますけれどもどうでしょうか。分かりま

すか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 今週の９月１２日の発表に基づいて、先

ほど足寄町の感染者数を報告させていただ

いたのですが、十勝管内の合計の数値が４

万５,０００人程度というふうになってまし

て、十勝の人口から考えますと大体１４％

ぐらいの感染率なのかなというふうに思い

ます。 

 足寄町は今年の１月の人口で割ると大体

８％ぐらいの感染になっていまして、似た

ような人口規模の市町村は、町ですね、自

治体は大体８％ぐらいかなというふうに全

体的に見たところ分析できるかなと思って

いますので、似たような自治体と同じぐら

いの感染状況かなというふうに思っており

ます。 

 なお、帯広市近郊の市町村は人口も多い

ということもあるのですけれども、そちら

については感染者数の陽性率ですかね、人

口に対しての割合は何か多いように見受け

られます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） ありがとうござい

ました。 

 全体で１４％で足寄町は８％ということ

で、大体そんなところかなという気がいた

します。１０％行ってないということです

よね。平均が１４％だから、平均よりも低

いほうということなのかしら。 

 しかし、今現在は感染者が低く抑えられ

て、関係者の皆さんの御努力のおかげだと

思うのですけれども、何分にも近隣町村も

大変この倍ぐらいの町村も抱えておりまし

て、交流が結構それがあるわけです。高齢

者やら病院に通ったりということで往来も

多いですから、決して対岸の火ではなく我

が町もいつ急激に増えるか分かりませんの

で心配されているところでございます。こ

の努力をまた一生懸命関係者の皆さんも、

また町民も頑張っていかなければいけない

のではないかなというふうに思うところで

ございます。 

 ２点目なのですけれども、北海道が実施

している無料検査事業ですね、これはいつ

から始まっているのか。また、町内で実施

している事業所が何か所あるのか、薬局で

すね。これについて御質問したいと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの２

点の御質問なのですが、いつからかという

のはちょっとはっきり申し上げられないの

ですが、昨年からやってございまして、足

寄町内では当初は１か所の薬局で対応をし

ていただいておりました。直近でいいます

と、町内の２か所の薬局で無料検査を受け

付けていただいております。道内では全部

で７５９か所で行っているということに

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 去年から行ってい

るということですか、およそですね。それ

から町内では２か所の薬局がやっていると
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いうことでございます。 

 対象者はどういった人なのでしょうか。

確認いたします。その無料検査が行われる

対象者ですね。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 対象者につき

ましては、まず濃厚接触者ではなく無症状

な方で、どこかで感染したというわけでは

なく心配であるという、感染が確実に疑わ

れる方ではなくて感染に何か心配があると

いう方を対象に無料の検査をやっていただ

けます。 

 以上です。（発言する者あり） 

 年齢につきましては、制限はありませ

ん。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 分かりました。年

齢制限はなく、足寄町にもそういう無料の

検査事業をやっている薬局があるというこ

とが今分かりました。 

 先ほどの答弁の中に、事業の実施期間が

限定的で今回は見合わせたと、ホームペー

ジだけで紙による媒体の案内は見合わせて

いますと書いてあります、答弁の中にね。

限定的と言うから２週間とか１週間限定と

か、１か月の限定というのなら分かります

けれども、実際に去年から無料検査の事業

をやっていて、しかも地元に薬局にそうい

う検査キットというか、検査できる事業所

があったと。そしてしかも、さらにそれが

延長されてたしか９月、書いてあります

ね、９月３０日までの実施となっている

と。ということは、半年以上も町民はホー

ムページ以外の人は分からなかったという

ことになります。それは限定的と言わない

のではないかなというふうに思います。 

 町民は約４０％が高齢者で６５歳以上と

いうことで、そういう町にあってやはり

ホームページなんて６５歳過ぎたら見てい

る人もいますけれども見る率が少ないわけ

で、ましてやインターネット、パソコンを

持っている人も減ってきます、６５歳以上

になると。ということで、特定の人に限ら

れてくるわけでして、そう思うと紙媒体も

やっぱりこれは必要ではなかったのかな

と。９月３０日、毎月毎月これ延長されて

きたのですね、そうしたら。ということ

は、まだ１０月３０日に延びるかもしれな

いということも考えると、やはり紙媒体は

大事でないかなと。しかも、無料検査がで

きたということは、私も飛行機に乗った

り、東京行ったり、それから会議で帯広

行ったり、行って帰ってきたら心配で心配

でどうなったかなと思うものです。ちょっ

とでも喉が、扁桃腺がちょっと痛くなろう

ものなら、自分でちょっと検査したいなと

思ってもキットがないし、無料検査できる

ところがそうやって足寄にあったのだとし

たら、それは本当に残念な気もするし、こ

れからまた第８波が来ないとも限らないと

いうことです。町民にとって、できるだけ

情報だけは、必要な情報はホームページだ

けでなく紙媒体を使って周知徹底すること

が大事かなと思いますがいかがでしょう

か。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 期間が限定的

とは言わないのではないかとおっしゃるこ

とは分かるのですけれども、実は先ほど

おっしゃっていたとおり、毎月毎月本当に

１か月ずつ延長をするというような発表に

なっておりまして、そういう意味では、皆

さんに周知したときにもう既にやってな

かったということもあり得るのかなと思い

ます。この事業は感染が拡大しているとき

の一般検査事業となっていまして、落ち着

いた場合については検査は終了するのかな

というふうに思っています。ただ、今第７

波で拡大しているということで事業が延長

されているということになっているかなと

いうふうに思います。 

 また、ホームページにつきまして、高齢

の方は見ないのではないかということもあ
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りますけれども、実は先ほど町内に２か所

の薬局で今無料検査をやっていただけると

いうふうになっておりますけれども、実は

申込みがウェブ限定でなっておりまして、

電話での予約受付はもう今現在やっていな

いということもありますので、情報をお出

ししてもやっぱりなかなか高齢の方につい

てはなかなか難しいのかなというふうに

思っております。 

 心配されて検査を受けたいというところ

はありますけれども、体調が悪くなった場

合についてはやっぱりお近くの医療機関に

御相談いただくとか、そういうことになる

のかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） ２件の薬局につき

ましては、しょっちゅう皆さん病院の帰り

必ずや寄るところでもありますし、情報さ

え入って分かっていればどういうふうにす

ればいいのですかと聞けるし、そういうこ

ともあるし、やっぱり利用してもしなくて

も情報だけは皆さんに周知してほしいなと

思います。 

 情報を紙対応、紙でやることによって、

また混乱、忙しいことは事実だと思うので

す。それに対する問合せがあったり、いろ

いろと福祉課も大変かと思いますが、しか

しそういうのがあったらよかったなという

人もいるわけですから、そういう対応は今

後紙媒体も使ってやっていただきたいなと

思うわけでございます。まだいいのです

か。（議長「いいですよ」と呼ぶ） 

 ３点目について、次行きます。 

 次は、陽性者登録センターの電話でお問

合せいただくとの３点目ですね。高齢者な

ど自身で陽性判定登録をすることが困難な

場合のサポート体制ですね。これはこの登

録者センターというところへなかなか今ま

でもそうですけれども、保健所でもどこで

もなかなか電話がつながらなかったり、時

間がかかってもう電話中、電話中で、それ

がもう殺到するわけですから、状況だと思

うのです、想定されるのですね。それで、

状況に応じてセンターに代わって福祉課に

よる懇切丁寧なサポート支援を行う体制を

構築すべきと思いますけれどもいかがで

しょうか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。 

○副町長（丸山晃徳君） 今回の陽性判定

登録はまず若い方を対象に、６５歳以上の

方でしたらこの仕組みではなく普通にやっ

ていただくというところにあるかと思うの

ですけれども、そういう場合も福祉課が関

わっていけというようなお話なのでしょう

か。（発言する者あり） 

 いずれにしろ困ったときには何でも役場

に相談するような、相談してくださいとい

うようなＰＲというのは大事かと思うので

すけれども、対象者がどういう方である

か、どういうような登録の仕方があるかと

いうところをしっかりとお知らせする必要

はあるかとは思っております。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 登録センターとい

うのは９月１３日から稼働開始するという

ことなのですね、９月１３日から。町とし

てのその概要をどういうことなのかという

ことを紙媒体で町民に周知すべきだと思い

ます。そうすると、保健所とか医療機関の

負担が軽減されるのではないかなと思うわ

けでございます。どうでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 十勝でのシス

テムの稼働が限定的な期間限定ということ

もありましたけれども、今回の仕組みにつ

きましては全道統一の取扱いということも

ありますので、今後周知について検討して

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 
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○２番（高道洋子君） よろしくお願いい

たします。 

 次ですけれども、４点目でございます。 

 先ほど、４点目は最も私は今回これに力

が入っておりまして、自主検査に伴う医療

機関抗原、医療用ですね、抗原検査キット

の希望者への無料配布ということで、先ほ

どの町長の答弁には感染症状、他町村の動

きに合わせて、他町村がどういうふうに

なっているか、その状況、また感染状況を

見て対応を考えておりますという、本当に

前向きとも思える御答弁かと理解いたしま

した。 

 しかし、陽性者登録センターの対象者は

６５歳未満の方が対象となっているわけで

す。足寄町は御承知のように町民の約４０

％は６５歳以上の高齢者であることからし

て、この登録対象外である６５歳以上の高

齢者や基礎疾患のある人に対して無料で抗

原検査キットを配布をする取組が、ほかの

町は、都会は若者が多かったり、それから

６５歳未満の若い人が多かったりして高齢

化率が低いところ、そういうところはあれ

なんですけれども、足寄町こそ６５歳以上

の人だけでも、また基礎疾患のある人だけ

でも無料配布をどうかなと思います。 

 実際無料配布している道東の別海町と

か、他町村ももう既に取り組んでおりま

す。今までいろいろなコロナ臨時対策交付

金というのが何億円と国から来ておりま

す。いろいろなところにもお金使っていま

す、何億円と。これがコロナ対策かなと思

うところも、町民からも聞かれたことあり

ましたけれども、それでもやっぱりそれぞ

れコロナ対策、感染防止という面ではこう

いうふうに、こういう障害者施設も大事な

のだとかという、そういう説明を受けたり

しながら可決してきましたけれども、この

キットこそ、抗原キットこそ本当にコロナ

の対策費用そのものだと思うのですよ。そ

して、しかも執行残とか多分残ると思うの

です、いろいろな何億円と使っても。その

執行残をかき集めてもこれはできることだ

し、全町民といかないまでも６５歳以上の

人、また基礎疾患のある人、それを限定し

て無料で、私も去年買いました。そのとき

は医療用ではなくて研究用ということで１,

０００円以下でした。薬局で買ってきて、

そして喉がいがいがとしたときに実際自分

でやってみました、唾液で。そうしたら陰

性でよかったのですけれども、そういうふ

うに人だかりやら人の集まり、いろいろな

会合に行って帰ってきてからやっぱりやっ

たほうがいいかなと、これから行くとき

に、結婚式やそういう身内の集まりに行っ

たときに、自分で唾液で１５分で結果出る

わけですから、そういうのがやっぱり６５

歳以上の人たちだけでも配布すべきかな

と、希望者ですよ、希望者に用意すべきか

なというふうに思いまして、先ほども前向

き答弁とは思いましたけれども、再度踏み

込んだもっと前向きな御答弁を頂きたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ６５歳以上の

希望者の方にだけでもという御提案なので

すけれども、御自分で心配なときにされる

としても、もし陽性だったときに次はまた

登録が、ではまたインターネットでの登録

になるとかになるのかなというふうに思い

ます。 

 症状がないときに検査されても、抗原検

査キットですと陽性判定が出ないというよ

うなこともございますので、抗原検査キッ

トを使いながら体調管理することもあるの

かもしれませんけれども、例えば旅行先で

受けることもできますし、あとは帯広とか

でも受けることができるところもあります

ので、お出かけの際にはそういうところで

していただいて、通常につきましては体調

が悪いときに必要なときに必要な検査、必

要な医療を受けていただくということで、

６５歳以上の方につきましては特にかかり

つけ医のほうに御相談いただくのが一番確
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実な対応なのかなというふうに考えており

ます。 

 今後、ほかの町村を見ながらということ

もありますが、管内の状況とかほかの町村

の対応の状況とかを確認しながら必要であ

れば対応、必要というか、必要な対応とな

れば検討していきたいなというふうに思っ

ています。今のところは町で準備をする予

定はございません。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 分かりました。 

 やはりほかの町とは、高齢化率が高いこ

とと、それから私こんなこと聞いたことあ

るのです。ちょっと喉がいがいが痛かった

けれども検査に行かなかったと。熱も出な

かったと。じっと５日間、１０日間かな、

じっとどこも行かずにいたということで、

そうこうしているうちに喉の痛みも大丈夫

になったとかという、本当にそういう人も

いますし、それからじっとしていた人はよ

かったのですけれども、分からないで出歩

いてうつすだけうつしていくという人もい

るわけです。だから、ちょっと自分うちで

できることですから、その抗原キットさえ

持っていれば。ですから、そうしたら活動

もできるし、陰性であれば。そういうこと

でございまして、やはりほかの町を見ない

でも、足寄こそ必要な町でないかなと。し

かもコロナ対策臨時交付金をたくさん頂い

ているわけですから、そのまさしくもうス

トレートにそれを使うべきお金ではないか

なと、コロナ対策費ですから。今回も件名

にさらなる対策についてということで、こ

の抗原キットのことも私はここに思いを寄

せたわけでございます。 

 また、再度関係者と話し合って、一日も

早く他町村に先駆けてキット購入を、無料

配布をお願いしたいなと思っております。 

 最後、５点目でございます。 

 これまで、１回から４回までの接種を実

施しておりますけれども、接種率の状況は

どのようになっていますか。年々毎回、回

を追うごとに低いということは聞いており

ます。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 足寄町内にお

けるワクチンの接種率についてですね。 

 まず１回目につきましては、足寄町は人

口に対して８６％の接種率となりました。

以降、２回目が８５.６％、３回目は６７.

６％、そして４回目は現在のところ３４％

ぐらいということになっております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君）  ４回目について

は、９月２５、２６日でまた集団接種をや

りますから、そこでまたぐんと増えるよう

にも思いますが、でもやっぱり毎回減って

はきているわけですね。４回目が１回目ほ

ど行くとは思えませんし。それで、このワ

クチン周知の方法なのですけれども、町の

ホームページがなかなかまずは分かりづら

いといったらあれですけれども、町民の４

０％以上が、何回も言うようですが、６５

歳以上の高齢者で、むしろ高齢者の率が高

いのかもしれませんが、紙媒体でも、あれ

は町内回覧板に徹底していたでしたか、し

てますね。思いですね、町としてのワクチ

ンを打ってほしいという思い。それただ日

程があって、こういう日で場所がこうです

よというお知らせだけでなく、皆さん、任

意だからそこまで言えないのかもしれませ

んけれども、受けましょうとか、みんな参

加しましょうとか、ワクチン打ったらこん

な重症化しないのですよとか、そういう、

何というのかしら、勧奨をしていくとい

う、ぜひ皆さんで受けてコロナから身を守

りましょうといったそういう文面がちょっ

と感じられないのですけれども、そこら辺

の接種のメリット、デメリットですか、あ

とＰＲですか、そこら辺に対するもっと親
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切丁寧に説明していくべきかなというふう

に、この文章１行で、では受けてみようと

いうふうになるような、そういうことを感

じるところなのですけれどもどうでしょう

か。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） コロナのワク

チンの接種につきましては、努力義務とい

うふうになっておりますけれども、接種に

つきましては高道議員がおっしゃるように

希望の方、御自分で打つことを決められた

方が打つということになっておりまして、

こちらからの周知としましては、足寄町か

ら打ちましょうというようなチラシをまく

とかではなくて、厚労省で作成をしている

正確な情報が載ったものを周知させていた

だいております。 

 回覧ですとか、新聞のチラシにつきまし

ては、日程とかそういうこれからのお知ら

せをさせていただくことにしておりまし

て、ワクチンの接種券をお送りするときに

一緒にワクチンの詳細な説明ですとか、厚

労省が作成しているワクチンについてのＰ

Ｒといいますか、こういうふうなものです

というようなものを一緒に同封させていた

だいて、読んで、文字が小さいからちょっ

と読むの大変かもしれませんけれども、そ

れを読んで接種を検討してくださいという

ような対応を取ることとしております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ２番、高道洋子

君。 

○２番（高道洋子君） 分かりました。 

 福祉課全員の英知を絞って、これを見

て、やっぱり受けようかというふうに思う

ようなチラシを、情報提供をぜひお願いし

たいと思っております。 

 最後に、町長にさらなるコロナ対策につ

いてということで、私は今回疑問あれしま

したけれども、感染症のさらなる対策につ

いてということで、決意をひとつお願いい

たします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 新型コロナウイル

ス感染症も３年目迎えて、なかなかまだ収

束のめどがなかなか見えてこないというよ

うなことであります。いずれにしても、や

はり変異株がまた出てくると、また新しい

波といいますか、今は第７波が少しずつ収

束に向かっているのかなというような気も

してますけれども、またどこかで変異株が

出てくると今度また第８波だとかというこ

とになりかねないというようなこともあり

ますので、やはり感染をしないという、

やっぱり感染、感染とやっていくうちに変

異株というのはやっぱりできてくるという

話ですので、なるべく感染しないで済むよ

うな形でというのがやっぱり大事なのかな

というように思っているところでありま

す。 

 そういったことで、先ほどからお話あり

ましたように、高齢化率も４０％を超えて

ますよというようなこと、それから町民の

皆さん方の感染の確率でいったら８％ぐら

いですか、というようなことで、まだ十勝

管内でいけば少ないほうかもしれませんけ

れども、やはりなかなか予断を許さないと

いうか、まだまだ予断を許さないという状

況でありますので、これからも感染拡大が

していかないような、そういった取組をい

ろいろと皆さん方からの知恵も頂いて、い

ろいろと意見を頂きながら進めていきたい

なと思っているところであります。 

 以上でございます。（「終わります」と

呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これにて、２番高

道洋子君の一般質問を終えます。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 ２時５０分まで休憩といたします。 

午後 ２時３６分 休憩 

午後 ２時５０分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 一般質問を続けます。 



― 40 ― 

 次に、９番髙橋秀樹君。 

（９番髙橋秀樹君 登壇） 

○９番（髙橋秀樹君） 議長のお許しを得

ましたので、一般質問通告書に基づき一般

質問をさせていただきます。 

 足寄町における福祉施設の現状と課題、

方向性について。 

 足寄町の高齢化率が４０％台となり、地

域包括支援が年々重要度を増しておりま

す。 

 現在、２０２５年問題、２０３５年問題

と少子高齢化により生産人口の減少による

労働力不足が深刻化する中、当町はいち早

く医療と介護、保健・福祉の連携システム

を導入し、各支援体制が整いつつあると思

います。 

 この連携システムの中で、福祉施設の要

となる介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）は建て替えの時期に来ていると考

えます。また、軽費老人ホーム（ケアハウ

ス）も開所以来、小規模修繕を行いながら

運営しておりますが、今後、大規模修繕が

必要かと思われます。 

 高齢者福祉を取り巻く環境はそれを支え

る人口減少と施設の老朽化が、そしてケア

をする施設、方法、サービスも多岐にわた

り大変難しい問題があると認識しておりま

す。 

 民間企業と社会福祉法人、町が医療と介

護、保健・福祉の連携システムの中、それ

ぞれしっかりとその役割、機能を果たし、

支援の必要な人に支援できる体制を再度整

えることが重要であると考え、以下の質問

をいたします。 

 １、町で試算している、現在、２０２５

年、２０３５年の人口推移、高齢者の数、

介護を必要とする数。 

 ２、福祉施設の稼働状況について（入所

者数、待機者数、現在の問題点）。 

 特別養護老人ホーム、介護療養型老人保

健施設、認知症対応型共同生活介護事業

所、軽費老人ホーム。 

 ３、特別養護老人ホームの建て替えにつ

いて、現状の考え方と方向性について。 

 ４、サービス付き高齢者住宅の整備につ

いて、町としてどう考えるか。 

 以上について質問いたします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君）  髙橋秀樹議員の

「足寄町における福祉施設の現状と課題、

方向性について」の一般質問にお答えしま

す。 

 １点目の町で試算している現在、２０２

５年、２０３５年の人口推計、高齢者数、

介護を必要とする数についての御質問です

が、高齢者数は６５歳以上人口、介護を必

要とする数は要介護者認定者数とした場

合、令和４年８月３１日現在では、人口が

６,４１４人、高齢者が２,５９９人、要介

護認定者数が４３４人となっております。

また、２０２５年及び２０３５年の数値に

つきましては、第８期足寄町高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画策定時に推計し

ており、２０２５年の人口は６,０１６人、

高齢者は２,４７７人、要介護認定者数は４

３２人、２０３５年の人口は４,８１３人、

高齢者数は１,９７８人、要介護認定者数は

４１７人となっております。 

 ２点目の福祉施設の稼働状況についてで

すが、令和４年８月３１日時点における特

別養護老人ホームの入所者数は４６人、待

機者数は７人となっております。介護療養

型老人保健施設については、入所者数が４

３人、入所相談中の方が３人とお聞きして

います。また、認知症対応型共同生活介護

事業所につきましては、町内に３事業所が

あり、合計した数値では入所者数２６人、

待機者数３７人。軽費老人ホーム、ケアハ

ウスについては、入居者数が７０人、待機

者数２６人となっております。 

 問題点としましては、どの施設も共通し

て介護職等の人材の確保が困難な状況であ

ると認識しております。また、コロナ感染

症感染拡大防止のため、入所者と家族等と
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の直接対面での面会ができず、御不便をお

かけしているとお聞きしております。 

 ３点目の特別養護老人ホームの建設につ

いて、現状の考え方と方向性についてお答

えします。 

 特別養護老人ホームの建て替え事業につ

きましては、足寄町第６次総合計画後期実

施計画において、令和４年度に基本設計、

令和５年度に用地取得及び実施設計、令和

６年度に整備工事を行う計画を計上してお

り、建設に向けて本年４月に介護施設建設

準備担当職員を特別養護老人ホームに配置

しました。現在、施設規模や建設場所等の

検討、補助制度等について関係機関等と協

議を行っているほか、基本計画を作成して

いるところであります。 

 今後については、基本計画策定後に議会

へ報告させていただくとともに、基本設計

に向けて必要な予算の計上をお願いし、第

６次総合計画を基本とした整備を推進して

いく予定でおります。 

 ４点目のサービス付き高齢者住宅の整備

についての町の考え方についてお答えしま

す。 

 現在、足寄町内においては、少しの見守

りがあることで自立した生活を安心して送

ることが可能な施設としてケアハウスが整

備されておりますが、ケアハウスにおいて

は恒常的に２０人程度の入所希望者が待機

されていると聞いております。また、特別

養護老人ホームの入所要件は要介護３以上

となっており、要介護度が低い方が利用す

る施設の需要は一定程度あると見込まれ、

その対応をするためには、サービス付き高

齢者住宅の整備は有効であると考えられる

ことから、町内の各福祉施設の利用状況等

を踏まえ、サービス付き高齢者住宅の整備

の必要性について検討してまいりたいと考

えております。 

 高齢化が進む中で、いつまでも足寄町に

住み続けることができるように、今後も必

要な対応を検討してまいりたいと考えてお

りますので、御理解と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、髙橋秀樹議員の一般質

問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君）  再質問を許しま

す。 

 ９番、髙橋秀樹君。 

○９番（髙橋秀樹君）  １番目の質問か

ら。 

 私この質問をしたのは３年前ですかね、

令和元年６月の議会、１年の令和元年６月

の議会だったと思うのですけれども、その

頃にちょうど３９.５％という返答がござい

ました。それから今現状でいくと、もう

ちょっと多いのかな、４０％ちょっとぐら

いですかね、となっています。 

 介護を必要とされる人数が４３２人、こ

れから２０２５年、２０３５年も大体４０

０人ちょっとぐらいの介護人数になってい

る。これが増えることはそんなにないので

あろうというふうに試算しているというふ

うに考察いたします。 

 そうすると、今の現状の施設で十分対応

していけるのかどうか。規模を小さくする

だとかということもしなくても現状のま

ま、今の考えとしてできるのかどうかをお

伺いをいたします。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの御

質問なのですけれども、今後の高齢者の推

移を計算したところ、高齢者数は減っては

いきますし人口も減ってはいくのですけれ

ども、その中で高齢化も進んでいくことも

ありまして、介護を必要とする方が４００

人ちょっとぐらいということで推移してい

くのかなというふうに思っています。 

 団塊の世代ですとか、団塊ジュニアの世

代とかのこともありますけれども、しばら

くの間は同じような数字で推移をしていっ

て、その後は本当に減少するのかなという

ふうに思っていますので、当面は現状の

サービス量が維持できれば大体対応できる

のかなというふうには考えております。 



― 42 ― 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） この推移であれば

何か今の現状の施設のままで十分かなとい

うふうに思うところであります。 

 しかし、やっぱり平均年齢はどんどん延

びていって健康寿命というのも年々延びて

いっている。平均年齢が今２０１９年で女

性で８７.４５歳、男性で８１.４１歳が平

均寿命というふうにされている。健康寿命

というのが男性だと７２.７歳、女性だと７

４、７５ぐらいですかね。大体そのぐらい

のところで男性だと平均寿命と健康寿命が

大体９歳ぐらいの差異があって、女性だと

１３年ぐらいの差異があるというふうに統

計的に出ている。 

 どうしても重要になってくるのは、今後

の７５歳以上の方の増加率というのかな、

ここのところが今後重要になっていくので

あろうというふうに思います。なぜかとい

うと、７５歳以上になると、やはりいろい

ろなところに介護をしなければいけないと

いう状況が増えてこられるということが統

計的に出ているということになります。そ

れ、統計的にありますかね、７５歳以上の

ところの数字というのは。今現在とそれか

ら２０２５年ぐらいまででいいかな。どち

らかでもいいです。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ７５歳以上の

人口ということで、先ほどの推計時に一緒

に推計したときには、２０２５年の７５歳

以上が１,５５７人、２０３５年の７５歳以

上が１,３６８人というふうに推計をしてご

ざいます。 

 現在の令和４年度についてはちょっと今

数字持ってきておりませんので、現在は分

かりませんので御了承ください。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君）  ７５歳以上の方

が、だから介護を必要だとされる方が４３

２人ですから、約４分の１の方、７５歳以

上の４分の１の方は介護が必要だと。これ

は７５歳上というふうに区切ってますけれ

ども、６５歳からお年の方もたくさんい

らっしゃる、６５歳でも介護の必要な方は

いらっしゃるでしょうけれども、おおむね

として４人に１人ぐらいが介護が必要に

なってきている現状があるということで、

考え方として認識をいたします。 

 その中で、一番今、先ほどの資料もあり

ましたけれども、懸念されているのは認知

症の方の推移が国としても上がっていくだ

ろうと、６５歳以上の５人に１人が認知症

になられる可能性がある、なっている可能

性があるというふうにある資料ではありま

す。当町も同じようにその推移というか

な、結構上がってきているのかどうかお伺

いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君）  現在数字は

ちょっと持ち合わせていないのですけれど

も、髙橋議員おっしゃるように、数年前ま

では全国で７人に１人が認知症、またはそ

の予備軍というふうに言われておりまし

た。現在は５名に１人というふうに言われ

ております。町内における認知症の方につ

きましては、やっぱり認知症があってもお

うちで過ごせるように在宅サービスも少し

充実してきてますので、周りの方が支えな

がら生活している部分もありますし、認知

症の高齢者のグループホームも町内に今３

ユニットあるということで、そういう対応

もできるようになって、認知症の方を支え

る環境ができてきているのかなとは思いま

すけれども、それでもやっぱり福祉課のほ

うには認知症になって、例えば外を歩いて

しまうですとか、そういう危険のある行動

を取られるような認知症の方の相談という

のがやっぱり結構来ておりまして、何年か

前に比べると非常に認知症の方に対する相

談というのが増えているというふうに感じ
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ております。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） やはり２０２５年

問題だとか２０３５年問題、調べてみます

と、やはり認知症が、ＩＴを使うように

なった、自分で記憶するのをやらないよう

になったとか、そういう便利になる分そう

いうふうに認知症になる確立が上がってい

くのだというような、ちょっとものを見ま

したけれども、そういうふうなのもやっぱ

り今後充実をさせていかなければいけない

ところであろうと、そのように思っていま

す。 

 まず２０２５年問題、それから２０３５

年問題、これ２０３５年問題というのはど

ういう問題なのかというと、これから１３

年後ですね、１３年後だから、今５２歳ぐ

らい前後の方がちょうど６５歳に到達して

くる年代ですね。団塊の世代の方はもう

やっぱりもう７５歳を超えて、ちょっと年

をお召しになられているという時代に突入

していると。そのときにはもう下手をする

と日本の人口も１億１,０００とかそのぐら

いの規模になりかねないというような状況

が試算されている。足寄町はもう先駆けて

もう超高齢化社会になっていますので、足

寄町が先駆けとしていろいろなことを手を

打っていかないと、これはもう本当に日本

の先駆けとしてやるようなことをやってい

かないと、誰も分からないところに手を

突っ込んでいくということになっていくの

だと、そういうように私は思っておりま

す。 

 今後、本当、町長がおっしゃられていた

ように、２０２５年とか３５年のときに

は、大変なことになるのであろうというふ

うに考えているのですけれども、そこのと

きに今の現状で大丈夫なのか、施設がね。

１０年後といったらまた何が起きているか

分からないのですけれども、そういうとこ

ろをどのように町として３５年、これから

１０年後先を見据えながら考えているの

か、ちょっとだけお伺いをいたします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） この後１０年後、

２０年後、先どうなっていくのかというの

はなかなか見えないところでありますけれ

ども、ＳＤＧｓだとかいろいろ言われてい

て持続可能なまちづくりというのはしてい

かなければならないというのは、これはも

う間違いないことで、町がなくなるという

ことにはなりませんので、そういう形で進

めていかなければならないというのは、こ

れ間違いないことだというように思ってい

ます。 

 ただ、高齢者の高齢化の問題、その１０

年後、２０年後だとかはどんな形になって

いくのかというのはなかなか見えないとこ

ろでありますけれども、現状として、今段

階では先ほど答弁の中でも申し上げました

けれども、やはり介護職員の不足だとかと

いうことが今現状としてあるということで

あります。ですから、それはもうこの施設

を維持していくためにはやはり介護職員が

いなければなりませんし、例えば建物だけ

をきれいに新しくしたにしても、そこで働

く人たちがいなければそこの施設は機能し

ていかないと。そこにはこの後またまたい

ろいろな技術の革新というか、ＩＴだとか

というような、そういう情報関係の技術も

進んできて、そういうものも入れられてい

くのだろうなというように思っています

が、現状の中でもう既に人が、介護職員が

なかなか確保できないという問題がありま

すから、このことをやはりまずもって足元

から考えていかなければならない部分もあ

るのですけれども、まずはそういったとこ

ろをきちんと今の段階でやっていかなけれ

ばならないという、そういう状況なのかな

というように思っています。ですから、そ

ういう状況の中でなかなか１０年後、２０

年後というのはなかなか先が見えないとい
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うのが実態なのかなというように思ってい

ます。 

 それで、介護職員、どう確保していくの

かというところが今大きな課題であります

し、なかなか外からということもあるので

すけれども、やはりそこにいろいろと財政

的な負担だとかも大きくなってきたりだと

かしてますので、できるだけ地元の中で介

護していただけるような人たちを育ててい

くというようなことも含めて、介護人材を

どう確保していくのかという取組を課題と

して、今後も取り組んでいかなければなら

ないと考えているところであります。 

 ちょっと先の話、なかなか見通せなくて

大変申し訳ありませんけれども、実際のと

ころ、足元からまずはやらなければならな

いというところがあるのかなというところ

で答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） まさしくそのよう

に思っています。本当に２０２５年に２.４

人で支える、高齢者１人ですね。３５年に

は２人で１人を支えるような状況に、人口

推移から見てもそのようになる可能性があ

るということをまず認識をしています。 

 それで２番目、実を言うと、私なぜこの

質問をしたかというと、先ほど高道議員が

大雨災害についてお話をしておりましたけ

れども、大雨災害のときに特老のところに

水が大分入ってきたと。あの件で、いや、

こんなことで、２０１６年８月に東北のほ

うで老人の福祉施設が土砂で埋もれて何人

か不幸な事件がありました。あれを思い出

してしまうのですよね。足寄町の防災マッ

プの中にも、もうあそこの西町９丁目の部

分は危ないよというふうになっていると思

うのです。砂防ダムができたおかげでその

辺の懸念というのは大分軽減されているの

でしょうけれども、あそこのところで水が

出てくる、そのときに逃げられるような状

態の方が入所しているのであればよろしい

けれども、そうではない方が入所している

中で、そういう土石流なり水が浸入すると

いうようなことがあったときに、一体どう

するのだろうと、それが僕の中で一番懸念

をしている中であります。 

 そこのところで、今回、建設課長のほう

はあそこのところはそこの詰まったからだ

というお話もされていましたけれども、砂

防ダムの役割はきちんと大丈夫なのか、あ

そこどこまで、どのぐらいの雨量まで耐え

られるのかというのは、何となくお分かり

になりますか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） あそこに砂防ダム

をその当時、昔土木現業所でしたけれど

も、建設管理部の足寄出張所さんが、あそ

こは下愛冠川というのですけれども、あそ

この川に砂防ダムを造っていただきまし

た。それはやはりその前にも、今回みたい

なひどくはないけれども、特養の前の駐車

場のところに多少水が流れたりだとか、少

し土砂がたまったりだとかというようなこ

ともあったりして、やはりあそこの沢から

下愛冠川から流れてくる水がちょうど特養

のちょっと行ったところでちょうど直角に

というか、曲がった形で水が流れていくと

いうような形になっているので、そういっ

たところを洪水にならないようにその上の

段階で砂防ダムを造っていただきました。 

 今回も砂防ダムのほうはまだきちんと機

能をしていて、その下の中で今回のやつは

そこら辺にその下の段階で木だとかがいろ

いろとあって、そういったものが一緒に流

されてきて町道を横断する横断管のところ

が詰まったという形になるのですけれど

も、砂防のほうはまだ機能しているという

ことであります。砂防ダムもずっと長年

やっていくと、砂がたまってきていっぱい

になってくると砂防の意味がなくなってく

るというようなこともありますので、そこ

のところはやはり維持管理をある程度、

ちょっと僕も砂防のところをきちんと見て
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ないのでよく分からないのですけれども、

砂だとかそういったものが出せるかどうか

だとかというようなこともありますけれど

も、そういう維持管理をしていかないと、

ただ砂がたまってしまうと、いっぱいに

なってしまえば上から流れてきたものがそ

のまま流れていくという形になりますの

で、そこはちょっと維持管理をきちんとし

なければならない施設なのだというように

思っています。 

 その砂防がどの程度まだまだ使えるのか

といった部分、それから維持管理のそう

いったことがしなければならないのかどう

なのかといったところは、先ほどの高道議

員さんの中でもあったり、側溝だとかと同

じように、やはりきちんと機能するように

維持管理をしていかなければならないとこ

ろなのだろうというように思っています。 

 そういうこともあって、今回みたいな記

録的短時間大雨だとかというようなことで

あったときには、またそういうことが起き

ないように、また横断管のところも詰まら

ないような形に改良していこうということ

で、ちょっと今年はもうできないのですけ

れども、来年に向けてどういう工法が一番

いいのか、どんな形にすればあそこが詰ま

らないで水が流れていくのだとかというよ

うなところを検討して、来年できれば工事

をしたいなというように思っています。そ

こがきちんとすれば、特養のほうだとか、

それから公営住宅のほうだとか、そちらの

ほうに水が流れていかないということにな

るので、まずは本来はやっぱり元を絶たな

ければ駄目だというように思っていますの

で、まずはそこの対策を来年度までに中身

を検討するということにしたいなというよ

うには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君）  砂防ダムも一緒

に、砂防ダムはどこの管理なのですか。

（発言する者あり） 

 建設管理部。ではそこはこちらから打診

をしてお願いしますとなりという話をしな

ければいけないということですね。よく分

かりました。 

 やっぱりもう建て替えの時期に来て、そ

の中でやはり少しでも早く建て替えをでき

ればいいなというふうに思っている。それ

で、前回私質問したのですけれども、その

ときはやはりそういうようなまだ準備もで

きていないということで、今年度からしっ

かりと計画を立てていくというお話でした

ので、その辺はよろしいかというふうに思

います。 

 ２点目の稼働率について御質問していき

ます。 

 特別養護老人ホーム、これが４６人入所

ということはまだ定員にはまだ余裕がある

という、でよろしいですね。これは特に問

題はないのですよね。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 議員おっしゃ

るように、定員が５６名のところを４６人

の入所という状況となっております。現在

は退去されている方も何人かいらっしゃい

ますけれども、申込みがあったら空きもあ

りますし、調整をしながら早めに特養へ入

所できるという形になっております。 

 今現在入所者が少ないということは、申

込みをされる対象者の方も減っているとい

うこともありますけれども、職員の数が今

なかなか会計年度任用職員が採用できない

でおりまして、調整をしながらやっている

こともありまして、申込みがたくさん来て

も一度に入所者さんの安全のために一度に

入れることもできないということもありま

して、順次様子を見ながら入所をさせてい

ただいております。入所者が少ないという

ことは、問題がないということはございま

せんで、やっぱり経営上は収入がないとい

うことなので、町の一般会計からの繰入金

が多くなるということで、町の財政に非常
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に負担をかけているなというふうには思っ

ておりますけれども、施設としては申込み

があって適切な方がいらっしゃる場合につ

いては随時対応しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） 喜ばしいことであ

るのでしょうねと僕は思うのですけれど

も、やはり介護度が高い方が少ないという

ことは町にとってみれば喜ばしいのか、繰

入金等々は発生する、だけれどもこれはも

う致し方ないところなのかな。これも踏ま

えて新しいときにはどういうふうにするか

ということを真剣に考えていっていらっ

しゃるのであろうというふうに認識をして

おります。 

 続いて、介護療養型老人保健施設、４３

人。こちらのほうもちょっと定員５０人で

すよね。何かこちらも大分減ってきている

ような感じがするのですけれども、前回４

６だとかいう数字だったような気がするの

ですけれども、今の現状についてもう

ちょっと詳しく教えていただけますか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 老健あづまの

里さんの入所状況なのですけれども、こち

らで報告させていただいているのが現在定

員５０人中４３人ということになっており

ます。 

 コロナということもありまして、なかな

か入所をどなたでもというふうになってい

ないというところもあるのかなというふう

には思いますけれども、６月、７月につき

ましては、もう少し少ない時期もございま

して、亡くなられている方もいらっしゃい

ますし、ということで亡くなられている方

もいらっしゃるということで少し減っては

おりますけれども、現在は国保病院とか町

外の介護施設等から入所ということで調整

をされているというふうに伺っておりま

す。 

 入所の対象者が医療が必要で介護を必要

な方ということもございまして、対象者の

方がいらっしゃる場合については、適宜入

所ができる、適正な場合は入所ができるの

かなと思いますけれども、波がございます

ので、今現在は少し少ない状況なのかなと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） 変な話ですよ、特

養より、民間企業ですのでやはり経営に入

所者数が減れば減るほど経営を圧迫してい

くという現状が起きていく。町としても一

定程度の資金を繰り入れているというのも

十分理解をしています。しかしながら、こ

れ今までで多分一番少ないのではないです

かね。そうなったときに、これまた経営に

対して苦しさを増しているのかなというふ

うに思ってしまうのですけれども、ほかの

皆さんどう思っているか分からないですけ

れども、私個人的にはやはりそれ相応のき

ちんと資金を出してあげるということが、

足寄町の医療を考えたときに、福祉・医療

を考えたときにすごく重要だというふうに

考えているのですけれども、その辺の考え

方としてはどうでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 先ほどの入所

者の人数が少ないということもあります

が、先ほど申し上げたとおり、入所の対象

の方と退所される方もいらっしゃいますの

で、入所者に波がございます。先ほど申し

上げたのが８月３１日時点の入所者でござ

いまして、実は９月１３日時点では４５人

の入所者がいらっしゃいまして、あと

ショートステイの利用者が２人ということ

で４７人の方が現在御利用中でございま

す。待機者も３人、相談中の方がいらっ

しゃるということで、ほぼ定員まで御利用

いただけるような感じにはなっているのか
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なというふうには思っています。 

 また、やっぱり利用者が少ないと収入も

減って、その分が赤字となっていくのかな

とは思いますけれども、このように満床に

なるようなときもございますし、随時状況

を見ながら対応していかなければいけない

のかなとは思ってますけれども、国保病院

と福祉課との中での調整などで入所いただ

ける方もいるのかなというふうには思って

いますので、お金の問題というよりは体制

の支援ということはできればいいなという

ふうには考えております。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） その体制の支援と

いうところでいくと、介護度のある人なり

をそちらに御紹介するというような意味の

形でよろしいのですかね。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 国保病院と福

祉課と特養とは週に１回情報交換をさせて

いただいておりまして、その中で老健に適

正な方などについてはそちらのほうで検討

させていただいて、適正であれば御紹介さ

せていただくというような調整をさせてい

ただくというような形になるのかなという

ふうに思っております。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君）  連携システムが

しっかりと機能しているという認識でいい

のですよね。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 三意会さんが老健

をつくられたときに連携システムを組ん

で、その方その方の適当な一番適した施設

に入所できるようなという、そういう形で

やっていこうということで老健施設ができ

て、特養と病院とその中でうまくそれぞれ

の方に一番適した施設に入っていければと

いうようなことで連携システムができた

と、老健もできたという形になっていま

す。 

 その中で、やはりきちんと連携取りなが

ら、この方が例えば国保病院よりも医療も

ちょっと必要だけれども介護のほうも必要

だよねという方について、例えば国保病院

から紹介して老健に入っていただくだと

か、老健からやっぱり病気のほうは直った

けれどもやっぱり介護必要だよといったら

特養にまただとかということで、きちんと

連携を取りながらというところで進めてき

ているところであります。 

 ただ、状況的にはなかなか連携は取れて

いるとはいえ、なかなかうまくその人その

人の、空き状況だとか、その人の状況だと

かそういったものも含めて、きちんとその

施設に行けているかとかといったところは

なかなかまだまだ課題もあるのかなという

ようには思っています。 

 やっぱり今までお話がある中でいきます

と、やはりどこの介護職場もそうなのです

けれども、介護職員を確保するのが大変だ

というところで、いっぱいというか定員数

をきちんと入所者が入っていだたければ本

当はいいのでしょうけれども、なかなか最

近でいけば該当する人がだんだん少なく

なってきているというところもちょっとあ

るのですけれども、介護するマンパワーの

ほうも不足しているというようなところ

で、十分に質の高い介護ができていないと

いうところで少し人数、入所者を減らさな

ければならないだとかというようなことも

時としてあるというようなことであります

ので、やはりきちんとマンパワーを充足で

きるかどうかというところが施設できちん

と定数いっぱいを確保というか、入所して

いただけるかどうかといったところにもか

かってくるのかなというように思っている

ところであります。なかなか厳しい状況な

のかなというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 
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○９番（髙橋秀樹君） マンパワーに関し

ては人口減少がありますからね、非常に

やっぱり苦しいところだと思いますね。

ちょっと先にほかの質問をさせてもらいま

す。 

 認知症対応型の共同事業所、３つある

と。むすびれっじとうらら花と、あとどこ

でしたかね。２つという形になって、待機

者数が３７。この辺の数字に関して、もう

即入居しなくてはいけないのか、重要度的

なものというのはどんな状況になっている

のか。これ、こんなに足りてないのであれ

ば、認知症対応型のものというのはもっと

増やしていかなければいけないのであろう

なというふうに思うのですけれども、その

辺のお考えとしてはどのように考えていま

すか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 認知症の方が

増えているということを考えれば、グルー

プホームが適切な方が増えていくことは

ちょっと想定ができます。今現在の３７人

の待機者の方につきましては、現在ケアハ

ウスに入られていたり、自宅でデイサービ

スですとか、小規模多機能型の居宅介護で

すとか、そういうサービスを使いながら自

宅にいらっしゃる方もいらっしゃいます。

そのほか、老健に入られている方で申込み

をされている方もおりますので、何もサー

ビスを使ってなくて申し込まれているわけ

ではなくて、こちらに入られたらいいなと

か、もう少ししたら利用したいなというよ

うなことで申込みをされている方もいらっ

しゃいます。グループホームが空きが出た

場合につきましては、そちらのグループ

ホームでどなたが緊急度が高いかとか、そ

ういうことを入所判定みたいな感じで会議

を開いていただいておりまして、緊急度の

高い方から入所させていただいていると思

います。 

 また、どうしても何か緊急度が高いけれ

ども、グループホームに入られない方がい

らっしゃる場合につきましては、ケアマネ

さんとかがついている場合は、ほかのサー

ビスを提供して安全に過ごせるような対応

を考えているところだと思います。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君）  これも大変です

ね。数字だけ見ると、むすびれっじでやっ

ている共同生活型のものをもう１棟ぐらい

建ててもいいのかなというふうに思いま

す。例えば８床だとか１０床だとか、その

ぐらいでいいのだろうなというふうに思う

のですけれども、その辺も全部総合的にや

らないと、どこかが負担が負荷がかかって

きてという世界になってしまうと思うので

すよね。この先、認知症の方々が増えるよ

という予測が立てられている中で、今の現

状を見るとやはりもう少しあったほうがい

いのかな。逆を言ったら、特老に関して入

所者数を減らしてもこっちに増やしてもい

いのかなというふうに、単純な数字合わせ

ではないのですけれども、そういうふうに

考えてしまうのですけれども、その辺福祉

課のほうではどのようにお考えなのです

か。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） 認知症のこと

だけを考えれば、確かにグループホームと

いうことも、建設するということもあるの

かなと思います。実は現在の社会福祉協議

会の２棟目のグループホームを建てたとき

に、２ユニット建てることはどうかという

ことも検討した経緯がございます。ただ、

介護員の確保ですとか、そういうことも考

えると、なかなか２ユニット建てるのは運

営していけるのかというような課題もござ

いました。 

 また、将来、高齢になっていった場合

に、認知症ではあるけれどもさらに高齢で

身体的な介護が必要な要介護度が高い方が

増えるのかなというふうに考えますと、そ
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ういう方は認知症だけの対応ではなくて、

特別養護老人ホームとかそういうもう少し

介護のケアの充実した施設のほうの対応に

なるのかなというふうに考えておりまし

て、今現在すぐにグループホームを建設す

るとか、そういうことはちょっと今のとこ

ろはすぐには考えておりません。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） 理解しました。 

 介護度が上がればそのまま特老だとかい

ろいろなところにずらせるというか、移動

していただくということもできるというふ

うになれば、だけれどももうちょっとあっ

たほうがいい。だけれども、多分いろいろ

な想定をなされていると思うのです。介護

職員の件だとかいろいろな想定の中でこの

今の現状で何とかクリアしていこうという

ふうに考えていると思うので、その辺は十

分御理解をいたしました。 

 続きまして、軽費老人ホーム、ケアハウ

スについてなのですけれども、こちら何年

に開所でしたかね。かなりもうたっている

と思うのですけれども。小規模修繕はいろ

いろ去年でしたか、いろいろ、あとスプリ

ンクラーをつけるときもたしか議会のほう

で町のほうからお金を出していたという経

緯があったと思います。僕の記憶する限り

は結構かなりの年月がたっていると思うの

ですけれども、もうそろそろ何かいろいろ

な修繕が必要になってくるのではないのか

なというふうに思っているのですけれど

も、その辺打合せだとか認識だとかという

のはあるのですか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） ケアハウスに

つきましては、平成１１年に開設をしたと

いうことで、２３年経過しているのかなと

いうふうに思います。 

 数年前にケアハウスさんと打合せをさせ

ていただきまして、平成３０年に改修工事

をされております。そのときには、３,３０

０万円ぐらいの工事をされているのですけ

れども、自己資金として１,０００万円、町

から残りの２,３８０万円ぐらいを補助をさ

せていただいております。この時点でもな

かなか大規模改修をするには経営的に厳し

いということで、町のほうから補助をさせ

ていただいたということがございました。

そのときに実施したのが、屋上の防水整備

ですとか、防火シャッターですとか、あと

細かい換気扇ですとか、そういうようなこ

とをやられております。 

 そのときにお話をしていたのが、そのほ

かには今後ＬＥＤ化ですとか、あと屋内で

すか、屋内の内装の、もう大分古くなって

いるのでそういうのの整備も必要だなとい

うような話も聞いております。また、最近

はボイラーの配管の修繕といいますか、そ

ういうことも必要ではないかというような

話も聞いておりまして、町としましては

やっぱり経営的になかなか自己資金が調達

できない場合につきましては、町のほうで

も相談させていただきまして、何か有利な

補助とかそういうものがあれば活用したい

と思いますし、支援をする方向で検討して

いきたいなというふうに考えています。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） 非常に心強いと

いったら変ですけれども、７０人入所され

ていて待機者も２６人、そのぐらいがずっ

と続いている。やはりここのケアハウスが

非常に重要度を増しているという結果だと

いうふうに僕は認識しているのです。その

中で、やはり経営が社会福祉法人、民間で

はないですけれども半民間みたいな感じの

ところでやられているというところで、や

はり利益を出さなければ運営ができないと

いうような状況になる。人の確保も大変で

しょうし、ましてや資金繰りもいろいろ想

定しながらやらなければいけない。ケアハ

ウス、多分えらい安いですよね、入所の金

額がね。高く取れないといったら変なので
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すけれども。そんな中でやられているとこ

ろを、やはりきちんと行政として支援をし

ていくというのが当然だというふうに僕も

認識しております。やはり、特別養護老人

ホームであれば町なので持ち出ししてもま

あまあしようがないなという、しようがな

いよなというわけではないですけれども、

出していくことに対してはそんなに問題が

多いというふうにはならない。だけれど

も、社会福祉法人であれ、民間業者であ

れ、町のお金を繰り出していくということ

に関しては、すごく申し訳ないという気持

ちで多分民間の人たちはみんなそういうふ

うに思いながら、いや、こんなことまでし

てくれてというふうに思いながら一生懸命

努力をしながら、なるべく経費を抑えなが

らというところで努力をしていっているの

だと思うのです。だから、そういうところ

をしっかりとやはり行政として、ここは私

たちが絶対守らなければいけないのだよと

いうところに対してどう支援をしていくの

か、どんな支援があるのかというこはきち

んと考えてあげないと、その人たちがやめ

られたときに一体どうなってしまうのだろ

うなというふうに思ってしまうのです。

しっかりとその辺は町として見ていってい

ただきたいのですけれども、その辺の考え

方としてはどういうふうにお考えをしてい

るのかお伺いしたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

 ケアハウスの足寄町内での位置づけ、ケ

ア住宅的なものとして本当に機能していた

だいていて、この施設がなければ足寄町は

直営なのか社会福祉法人、社協でお願いす

るのか、そういう違う建物、仕組みをつく

らなくてはいけなかったところだなと考え

ております。 

 そこで、最近になりまして、ケアハウス

の関係者の方からかなり老朽化している

と、御存じのとおり、住宅としての住宅料

を入居者から取れない構造で、本当に働い

ている方の給料に回ったり職員に回ってい

るだけで、建て替えのための資金を留保で

きない、積み立てられない構造になってい

るということで、今まで町はある程度の改

修費について支援してきましたけれども、

先ほどのように２３年、４年たってきて、

大規模改修がもう必要な時期に来ている

と。町としてケアハウスを今のとおり維持

する必要があるのか、それとも勝手にやれ

というのか、どういうふうに考えているの

だというようなところで投げかけを頂きま

した。今、髙橋議員さんが言われているよ

うに、このケアハウスというのは社会福祉

法人で整備していただきましたけれども、

その整備するときには足寄町も過疎債を借

りて資金を支援しましたけれども、引き続

き施設を維持するためには建てたときと同

様に町が支援しなければケアハウスの施設

の維持はできないという考えでございます

ので、この施設をなくすわけにはいかない

ので、町として議会と相談をしながら維持

に向けて考えていきたいと思います。 

 ちなみに、ケアハウスのほうから長寿命

化大規模改修でまだ何億円かかるのかぐら

いの話で、規模がでかくて、そのぐらいか

かるというふうに考えていると。これから

いわゆるメンテナンスとか建設で携わって

いただいた建設関係のところから見積りを

頂くので、それを持ってまた相談に来たい

というようなお話を頂きまして、またそれ

を受けてまた議会とも相談しながら、また

制度的に家賃を取れないという構造の仕組

みもあるので、それらは道また厚生労働省

とかにも投げかけて、その構造は何とか利

用者の方からもある程度負担頂くような仕

組みというのも考えてというところも併せ

て進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） ちょっと大きいで
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すね。非常に今のお話伺うと、僕の中では

やっぱりちょっと大分経過しているから今

の現状で大丈夫かなと、配管含めてという

ところで、そんなにかからないだろうか、

だけれども見る限り経営に関しては非常に

多分つらいであろうというふうには認識は

しておりましたのであれだったのですけれ

ども、仕方ないですよね。これはちょっと

皆さんでよく検討させていただいて、しっ

かりと、それこそあそこがなくなってしま

うということはもう絶対あり得ないことな

ので、また代替のものを造らなければいけ

ないといっても多分同じぐらいの金額で、

それ以上のお金がかかってくるということ

がある可能性があるというふうなところを

踏まえていることですので、その辺はしっ

かりと私どもでも確認をさせていただきな

がら検討していきたいなというふうに思い

ます。 

 続きまして、特別養護老人ホームの建て

替え、これは町長答弁いただきましたけれ

ども、今年度大分一生懸命やられているよ

うですね。今年度中に、そうしたら基本計

画が上がってくるという考え方でよろしい

のでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今年度中に基本計

画をつくり上げて、できましたら基本設計

の予算を計上させていただいて、どこかの

議会で計上させていただいて、それを繰越

し、来年度に繰越明許にさせていただい

て、実際に基本設計が来年度出来上がって

というような、そんなようなイメージで今

考えているところであります。ですので、

どこか基本計画ができたら、なるべく早い

段階で議会の皆さんにもお示しをして、検

討していただくということになるというよ

うに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） この特別養護老人

ホーム建て替えについては、文教さんのほ

うで所管を取りながら一生懸命というか、

やられておる状況がありますので、私のほ

うからはあまりというか、質問はしないよ

うにしながら進めたいというふうに思って

おりましたので、今基本設計を今年度中に

出してくる、基本計画を出してくるという

お話を伺いましたので、その辺はしっかり

と踏まえながら、文教さんでも多分いろい

ろな協議をしている、入所の数だとかいろ

いろなことも検討なされているでしょうか

ら、その辺しっかりと委員長さんのほうに

お任せて、私のほうはここでこの特別養護

老人ホームについての質問は終わりにした

いと思います。 

 最後に、サービス付き高齢者住宅のサ高

住についてなのですけれども、前向きです

よね、非常に。あとはどこがこれをやるの

かというところなのかなというふうに思っ

たりもします。先ほど言っていたように、

２０３５年には団塊の世代のジュニアが来

るということになります。やはり早いうち

にこういうサ高住をつくっておくというこ

とは必要だと思うのですけれども、その辺

はどのぐらいのスパン等々は考えていらっ

しゃるかお伺いいたします。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） サービス付き高齢

者住宅でありますけれども、先ほどの答弁

の中でもお話しさせていただきましたケア

ハウスにおいても一定の待機者かいらっ

しゃる。そして、ちょっとサービスがあれ

ば、見守りがあれば１人でも２人でも夫婦

でも暮らすことができるという方たちがこ

れからますます増えてくるのだろうという

ように思っています。そういった意味で、

そういう見守りだとか、食事だとか、

ちょっとしたサービスをできるような、提

供できるような、そういうものというのは

当然あると足寄でそのままいつまでも暮ら

し続けることができるという形になるのか

なというように思っていまして、この検討
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については本当でいくと、この特養と一緒

に併せて検討していくというような予定に

はなっていたのですが、ちょっと特養が遅

れてきているということも含めて、それか

ら特養もやっぱり急がなければならないと

いうこともあって、まずは特養をというこ

とで考えております。サービス付き高齢者

住宅の部分についてはその後、まだちょっ

と先になりますけれども、その中でまた検

討を進めていくというような計画としてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） サ高住ですね、こ

れ例えば民間がやられるというふうに話が

出たときは、町としてどういうような対応

を取ろうとお考えですか。そこは考えてま

せんか。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 運営としてはでき

ればやはり民間がやっていただくのがやっ

ぱり一番いいかなというように思っていま

す。ですから、何でもかんでも町がという

ようなことは考えておりません。ですか

ら、民間の方が手を挙げていただければ民

間の方にやっていただくというのはもう全

然やぶさかではないかなというように考え

ているところであります。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君）  ９番、髙橋秀樹

君。 

○９番（髙橋秀樹君） 時間がないので、

今日中に終わらせようかなと思っていま

す。 

 今、学生が入ってきている、あそこの民

間でつくられた、忘れてしまった、ラポ

ラ。あそこが例えば、僕のうろ覚えです

よ、例えばもういなくなったときにはあそ

こをサ高住にするような、そういう計画も

あったようにという認識があるのです。す

ごくいいなというふうに思っていたので

す。これ絶対的に必要なのですね、サ高住

というのは、今後ね。建物が老朽化してま

すから、そこにどんどん建てたほうがい

い。そこのところで、今現状、野球部では

ないな、高校生の寮というのは足りている

のか、今後どういうような推移をするの

か、ちょっとお伺いします。 

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

 現在、足寄高校生に向けた多目的交流施

設、全部で４３室ございます。それで、現

在髙橋議員おっしゃったラポラ館、一番新

しい民間借上げ住宅も全部満室ということ

で、現在の、先日足寄高校の入学説明会終

わりまして、入居者募集を開始しましたと

ころ、すぐにいっぱいになってしまったと

いうことで、来年の募集についても全て満

室という状況になってございます。 

 やっぱり足寄高校で野球部やりたいとい

う方がここ２年ばかり多いのかなというこ

とで、今回申し込まれた、１３室募集した

のですが、１０人程度野球やりたいといっ

た生徒という状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 明日にしますか。 

 残りの質疑については、明日に回したい

というふうに思います。 

 明日は時間いっぱいありますから。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 本日は、これで延会したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれで延会することに決

定をいたしました。 

 

◎ 延会宣告 

○議長（吉田敏男君） 本日はこれで延会

をいたします。 

 次回の会議は、９月１６日午前１０時よ
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り開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

午後 ４時００分 延会 
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